
平成15年3月17日公表

政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）　
入札説明書 

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目 質問 回答

1 3 7 (1) ④ 基本的要件 協力会社として参加資格確認申請を行った企業が、
ＳＰＣに出資することは可能ですか。

可能です。ただし、入札参加企業又は入札参加グ
ループの構成員の出資比率の合計が、全体の50%を超
える必要があります。

2 5 7 (3) ①ア 入札参加者及び協力会社の
資格等要件

建築一式工事1250点、電気工事950点、管工事950点
の要件を満たす構成員または協力会社が各々応札グ
ループ内に１社である場合において、各工事の請負
契約をＳＰＣと各構成員または協力会社との間で別
個に締結する必要はないと理解して宜しいでしょう
か。

特別目的会社と各工事に当たる構成員又は協力会社
との間で、各工事ごとに請負契約を締結する必要が
あります。ただし、１社にて複数の工事を実施する
場合には、当該複数の工事の請負契約をまとめて締
結して構いません。

3 8 11 (3) 提出書類 入札提案書の綴じ方は応札者の任意と考えて宜しい
でしょうか。

ご質問のとおりです。

4 10 11 (3) ⑥ラ 提出書類 ラに記載のあります「直近3期分の有価証券報告書の
写し（企業単体及び連結決算）」について、① 有価
証券報告書の全部ではなく、単体及び連結の財務諸
表を添付するとの理解で宜しいでしょうか。② 有価
証券報告書の作成義務の無い企業（非公開会社）に
ついては、当該企業の決算書類をもって有価証券報
告書に替えるとの理解で宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

5 10 12 (1) ② 入札提出書類の提出方法等 落札金額とは、入札価格＋（入札価格－割賦手数
料）×100分の5との理解でよいでしょうか。

ご質問のとおりです。

6 13 16 (2) 入札保証金及び契約保証金 事業者が行う公共工事履行保証証券による保証また
は履行保証保険付保等による保証措置はいつまでに
行う必要がありますか。建設工事期間について本契
約の履行保証を行うのが趣旨であるため、事業契約
締結時ではなく、工事着工前という認識でよろしい
でしょうか。

ご質問のとおりです。

7 14 23 支払条件等 “大学は、財政法第15条第1項に規定する国庫債務負
担行為により、･･･、選定事業者に対し、･･･支払
う”との記載があり、これに関連して財政法第15条
第3項には同条第1項に関する年限が“当該会計年度
以降5箇年度以内”“但し、国会の議決により更に年
限を延長するものはこの限りではない”との規定が
あります。前段の国庫債務負担行為は、財政法第15
条第3項但書の年限延長に関する国会の議決を取得済
なのでしょうか。

国庫債務負担行為により支出すべき年限について
は、財政法第15条第3項により、「当該会計年度以降
5箇年度以内とする。」と規定されていますが、同項
但し書きにより、「その他法律で定めるものは、こ
の限りでない。」と規定されています。従って、本
事業に関しては、PFI法第11条に基づき、国庫債務負
担行為により支出すべき年限は、「当該会計年度以
降30箇年度以内」となります。

8 19 32 (2) ① 電波障害に関する事項 事前調査を行った結果、テレビ神奈川の電波受信障
害が予測されます。予測される地域は、テレビ神奈
川のサービスエリア外ですが、対策を行う必要があ
るのでしょうか。

県外局も含め、現在の受信状態を保つように電波障
害対策を行ってください。

9 19 32 (2) ① 電波障害に関する事項 電波障害調査、対応について、別紙３の港区中高層
建物の建築に係る紛争と予防と調整に関する条例で
港区建築課に提出された隣接関係住民説明会等報告
書提出済みとありますが、テレビ電波障害の調査、
説明はされていますでしょうか。されている場合、
その内容を教えていただきたい。事業者はテレビ電
波障害（建物による）の調査及び予算計上は不要と
考えてよろしいでしょうか。

前段：調査は行っていません。なお、隣接関係住民
説明会において、電波障害対策を行う旨の説明を
行っています。
後段：電波障害対策を行う上で調査等を本事業にお
いて行う必要があれば、当該費用を計上してくださ
い。

10 19 32 (2) ② 埋蔵文化財発掘調査に関す
る事項

事業者において実施する発掘調査で、重要な埋蔵文
化財が発見され、本格調査のために工事が着工でき
ず、また遺跡の移設等の必要が生じた場合の費用負
担、工事遅延等の事業リスク（工事期間の延長に応
じてもらえるか）はどのように考えればよろしいで
しょうか。

当該リスクは、原則事業者負担です。

11 19 32 (2) ② 埋蔵文化財発掘調査に関す
る事項

大学において実施する発掘調査で、重要な埋蔵文化
財が発見され、本格調査のために工事が着工でき
ず、また遺跡の移設等の必要が生じた場合の費用負
担、工事遅延等の事業リスク（工事期間の延長に応
じてもらえるか）はどのように考えればよろしいで
しょうか。

当該リスクは、原則大学負担です。

12 19 32 (2) ② 埋蔵文化財発掘調査に関す
る事項

埋蔵文化財未調査範囲（別紙２範囲３）に一部工事
（擁壁工事など）がかかる部分があります。この調
査に支障をきたさない中で、建設工事も平行して進
めてもよろしいでしょうか。

港区教育委員会図書文化財課との協議によります。

13 19 32 (2) ② 埋蔵文化財発掘調査に関す
る事項

大学にてこれまでに実施した（あるいは今後実施す
る）埋蔵文化財発掘調査にかかった（かかる）費用
をお示しください。

お示しできません。
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政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）　
入札説明書 

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目 質問 回答

14 20 32 (3) 各種申請等の業務に関する
事項

ＶＥ提案に基づく設計変更の有無にかかわらず、建
築確認申請を行い、確認を受けることとなっていま
すが、設計変更がある場合の同申請は、既に提出さ
れている計画通知に対する変更確認のみの手続きで
足りると考えてよろしいでしょうか。あるいは、新
たに「建築確認申請」全て提出するのでしょうか。
必要な場合「確認」がおりるまでの期間をお示しく
ださい。（工期に影響大）

ＶＥ提案に基づく設計変更の有無に関わらず、「建
築確認申請」を全て提出する必要があります。ただ
し、「確認」がおりるまでの期間を短縮するため
に、特定行政庁と協議を行い、「計画通知」におい
て「建築確認申請」と同等の「確認」を受けている
ところです。

15 20 32 (5) ② その他 施設の建設期間中に「大学移転に伴う工事」とは具
体的にどのような工事を計画されておられますか？

現時点では具体的にはお示しできませんが、例えば
集密書架レール設置工事等が想定されます。

16 別紙
3

計画通知に伴う協議・申請
等の状況

資料が判読不能なため、記載内容が明確に分かる資
料の再掲をお願いします。（ダウンロードした後印
刷しても判読不能）

３月１１日付けで、資料を再掲しました。
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政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）　
事業契約書（案）

№ ページ 章 条 項 項目 質問 回答

1 5 3 10 2 設計の変更 文部科学省が設計者に作成させた設計図書に瑕疵
あるいは不具合があった（大学の帰責事由があ
る）場合等において、大学の承諾を得て設計変更
を行った場合の追加費用は大学に負担して頂くと
の認識でよろしいでしょうか。あるいは、同条５
項、６項（協議事項）の中で解決を図るとの認識
でしょうか。

ご質問の場合は、必要な追加費用は大学が負担します。実
際の取扱いとしては、第1項の大学の請求による設計変更と
して取り扱うことを想定しています。

2 8 4 16 1 建設場所の管理 主語の「大学は・・・」は、事業者の誤りではな
いでしょうか。

ご質問のとおりです。

3 8 4 18 本件施設の建設に伴う
近隣対策

事業者が合理的に要求される範囲の近隣対応を
行ったにもかかわらず、住民の反対により訴訟等
に発展し工事が着工できない場合の事業リスクは
どのように考えればよろしいでしょうか。

住民の反対理由の帰責性によりますが、ご質問の場合が、
通常の予見可能な範囲外であって大学及び事業者のいずれ
の責めにも帰さないといえるのであれば、不可抗力に該当
すると考えます。

4 9 4 20 履行保証される額の対象には消費税等は含まれな
いという認識でよろしいでしょうか。

含みます。

5 9 4 24
～
28

検査・確認 一連の流れは、以下の理解でよいでしょうか。
① 本件施設の完成時（平成17年2月28日以前）
に、事業者は完成検査を行う。
② 事業者は、完成検査の結果を大学に報告する。
（平成17年2月28日以前）
③ 本件施設の竣工（平成17年2月28日）
④ 大学の備品搬入、引越し作業開始（平成17年3
月1日以降）
⑤ 事業者は設備機器等の試運転等を実施し、報告
書を大学に提出する。（事業者による完成検査報
告とは別に、竣工後に行う）
⑥ 大学の完成確認・ 現場での確認・ 事業者は、
機器・備品などの取り扱いについて大学に説明す
る。
⑦ 事業者は、維持管理業務に必要な訓練、研修な
どを行う。
⑧ 大学の完成確認書の交付
⑨ 施設の引き渡し、所有権移転（平成17年3月31
日）
⑩ 事業者による表示登記、大学による保存登記
（平成17年4月1日以降）

一連の流れは、以下のとおりです。
① 本件施設のしゅん功
② 本件施設のしゅん功時に、事業者は完成検査を行う。
③ 事業者は、完成検査の結果を大学に報告する。
　　　　　　　　　　　　　（平成17年2月28日以前）
　事業者は設備機器等の試運転等を実施し、報告書を
　大学に提出する。
④ 大学の完成確認・ 現場での確認
⑤ 大学の備品搬入、引越し作業開始
　事業者は、機器・備品などの取り扱いについて大学に
　説明する。事業者は、維持管理業務に必要な訓練、
　研修などを行う。
⑥ 大学の完成確認書の交付
⑦ 事業者による表示登記
⑧ 施設の引渡し（平成17年3月31日）
⑨ 大学による保存登記（登記を行う場合）

6 11 4 28 1 5行目 第２８条文の中で、｢、、、に掲げるしゅん工時提
出図書と共に大学に対して提出した場合、大学は
事業者に対して速やかに完成確認書を交付するも
のとする。｣と記載がありますが、上記の｢速やか
に｣は、｢遅くとも当該提出後●日以内に｣との明確
な形に修正していただけないでしょうか。

事業契約書（案）記載のとおりとします。

7 11 4 29 2 建設工事期間の変更 第2項３行目の｢建設工事期間｣は｢引渡予定日｣に修
正していただけないでしょうか。

事業契約書（案）記載のとおりとします。

8 11 4 29 建設工事期間の変更 事業者の請求により（協議の上）建設工事期間が
変更され、更に引渡し予定日が（協議の上）変更
された場合は、第35条第2項の「事業者の責めに帰
すべき事由による引渡し遅延」には該当しないと
の理解でよろしいでしょうか。

事業者の責めに帰すべき事由による場合は、第35条第２項
に該当します。

9 11 4 29 建設工事期間の変更 入札参加者の提案により竣工日が平成17年2月28日
以前になっていた場合でも、事業者は当該条文に
従って建設工事期間の変更（竣工日の後ろ倒し）
を請求できるとの理解でよろしいでしょうか。

請求することは可能です。

10 11 4 29 2 建設工事期間の変更 大学と事業者間における工事期間変更の協議期間
はどのくらいを想定されているのでしょうか。

建設期間にそれほど余裕がないことに鑑みれば、速やかに
協議が整うことが必要であると考えています。

11 12 4 29 3 建設工事期間の変更 不可抗力等により事業者の責に帰さない事由によ
り、引渡予定日が変更された場合でも本契約の期
間満了日は変更されないのでしょうか。

本契約の期間満了日を変更することはありません。

12 12 4 29 4 建設工事期間の変更 第４項について、第５７条は適用されない理由を
お示しください。

不可抗力が原因の場合に、第29条は第57条の特則であるこ
とを示しています。

13 12 4 30 2 工事の中止 第３０条により引渡予定日が延長された場合、本
契約の満期日も延長されることを明記していただ
けないでしょうか。

本契約の期間満了日を変更することはありません。

14 12 4 30 3 工事の中止 第３項につき、なぜ第５７条が適用されないので
しょうか。お考えをお示しください。

不可抗力が原因の場合に、第29条は第57条の特則であるこ
とを示すためです。
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平成15年3月17日公表

政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）　
事業契約書（案）

№ ページ 章 条 項 項目 質問 回答

15 12 4 31 (1) 建設工事期間変更の場
合
の費用負担

大学、事業者いずれの責に帰さない事由（不可抗
力を除く）場合は、大学が全て負担していただけ
る旨を規定していただけないでしょうか。

不可抗力により契約上の義務の履行に影響が及ぼされる場
合のリスク分担は、事業契約書（案）記載のとおりとしま
す。

16 13 4 35 引渡しの遅延 事業者の責めに帰すべき事由により引渡しが遅延
した場合の大学の損害は相当因果関係のある損害
全てを含む（H15.2.14質問に対する回答（1回）№
36参照）とのことですが、現実に引き渡し遅延に
よる損害がどのくらいになるか算定することは困
難であり、大学の債務不履行による解除（第56
条）、遅延利息（第74条）の約定と同様に、あら
かじめ損害金を約定（損害賠償の予約）しておく
ことは可能でしょうか。

建設費の第74条に規定する率の割合による金額に変更しま
す。

17 13 4 35 引渡しの遅延 別紙４の負担割合で算出された金額を事業者に支
払われるのは、当該事由発生時点でしょうか。そ
れとも、サービス購入費に上乗せして分割で支払
われるのでしょうか。

サービス購入費の支払いと併せて支払われます。

18 14 4 36 2 瑕疵担保責任 設備工事等の場合は、第1項の規定による瑕疵の補
修または損害賠償の請求は、本件施設の引渡しの
日から1年以内とすべきではないでしょうか。

事業契約書（案）記載のとおりとします。

19 16 4 43 瑕疵担保責任 学生の故意過失による施設の損傷は、「大学の責
めに帰すべき事由」に該当するとの解釈でよろし
いでしょうか。

学生は大学及び事業者からみれば第三者に該当しますの
で、多くの場合学生の故意過失は不可抗力に該当すると考
えています。

20 18 4 47 モニタリングの実施 本条項に基づき、事業者がみずから対応処置をと
り、大学にその旨を報告した場合は、別紙９の減
額ポイントは発生しないとの理解でよろしいで
しょうか。

ご質問の場合でも、施設利用者が業務等を行う上で支障が
生じていた場合には、減額ポイントが課される場合があり
ます。

21 22 7 58 1、
4

引渡し前の解除の効力 第１項および第４項について、第５７条第３項に
従って解除された場合には、大学は時業者に係わ
る費用も負担していただけないでしょうか。

事業契約書（案）記載のとおりとします。

22 22 7 58 5 引渡し前の解除の効力 第54条に基づいて大学が任意解除した場合でも、
事業者が相当の期間内に原状回復を行わないとき
には、原状回復費用を事業者が負担すべきとする
のは、不合理ではないでしょうか。この場合の事
業者の負担とされた原状回復費用は、第60条第4項
の「解除により事業者に発生した追加費用額」と
して、大学から事業者に支払われるとの理解でよ
ろしいでしょうか。

ご質問のとおりと考えます。大学の任意解除によってその
ような費用が事業者に生じた場合には、大学が賠償すべき
損害に含まれると考えています。

23 24 7 59 1 引渡し後の解除の効力 本件施設の引渡し後に解除された場合、事業者は
維持管理業務の対価の65分の1を支払うことになっ
ていますが、その根拠をご教示いただけないで
しょうか。

概ね1年間の維持管理費の10分の２を目途としていますが、
本事業では維持管理費は平準化を要件としていないため、
違約金については平均の年間の維持管理費の10分の2という
趣旨で65分の１としています。

24 23 7 59 1 引渡し後の解除の効力 「・・・、かかる解除が本件施設の引渡し後であ
るときは、・・・」の記述は不要と思いますが。

ご指摘のとおりですので、文言の調整を行います。

25 23 7 59 4 引渡し後の解除の効力 大学の被る損害額が未払いの建設に係る対価相当
分よりも少ない場合、「建設に係る対価相当分の
残額を解除前のスケジュールに従って支払う」と
は、大学が相殺すべき損害金を先に控除した後に
残額を残回数で分割して支払われるのでしょう
か。それとも、損害金を相殺し終えてから、事業
者に建設に係る対価相当分の支払が再開されるの
でしょうか。その場合の金利相当分は、従前の利
率を乗じて支払われるとの理解でよろしいでしょ
うか。

後者の取扱いになります。大学は、解除前のスケジュール
どおり施設整備費相当分を支払います。事業者に対する損
害賠償債権については、事業者が支払わない金額について
は相殺により回収します。

26 23 7 60 1 賠償責任 損害賠償額の対象には消費税等は含まれないとい
う認識でよろしいでしょうか

ご質問のとおりです。

27 26 8 72 権利等の発行制限 本条文に関して、プロジェクトファイナンスを供
与する金融機関に対して担保権を設定することは
認められるとの理解でよろしいでしょうか。

原則として、ご質問のとおりと考えてよいです。大学の書
面による事前の承諾があれば、そのような担保権設定も可
能です。

28 前
文

発注者調印欄 発注者の名義変更は、現時点では何年何月頃を想
定しているのでしょうか。また、当該変更時点で
契約条件の変更交渉はできるのでしょうか。

国立大学法人法が成立した場合には、平成16年４月１日を
想定しています。
また、当該変更時点における契約交渉は予定しておりませ
ん。
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平成15年3月17日公表

政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）　
事業契約書（案）

№ ページ 章 条 項 項目 質問 回答

29 前
文

契約当事者 大学が独立行政法人に移行した場合の支払い等に
ついて、入札説明書等に関する質問に対する回答
（第１回）の別紙で回答を頂いておりますが、そ
の回答の中で、「国の国庫債務負担行為は消滅す
ることとなり・・・文部科学省が必要な予算措置
を行うことを想定しています。」となっていま
す。これにより、事業者としては、支払いが担保
されていると考えてよろしいのでしょうか。

国立大学法人化に関しては、文部科学省の別紙（国立大学
法人化に係る回答その２）見解を参照してください。

30 別
紙3

事業者等が付保する保
険

建設期間中の第3者損害責任保険は、建設者が加入
する「請負業者賠償責任保険」での対応を考えて
います。当該保険は、包括契約であり、個別の工
事毎の保険証券が発行できず、「引き受け確認
証」及び「包括契約の証券の写し」しか提示でき
ません。そのため、別紙3の「保険証券を遅滞なく
大学に提示する」を、保険の付保を証明するもの
を遅滞なく大学に提示する」等の表現に変更して
いただけないでしょうか。

付保証明書その他付保を証明する文書の提出で足りるよう
に修正します。

31 別
紙3

事業者が付保する保険
１．建設工事保険及び
第三者賠償責任保険
（第19条関係）

建設工事保険について、補償する損害が「水災危
険を含む不測かつ突発的な事故による損害」と指
定されていますが、これは、建設工事保険に水災
危険担保特約を付するとの理解で宜しいでしょう
か。

ご質問のとおりです。

32 別
紙
3

別紙３の１(第1回質問
回答No83)

建設工事保険の被保険者は、「事業者、業務受託
者、又はそのすべての下請負業者」とし、第三者
損害責任保険の被保険者は、「支出負担行為担当
官、事業者、業務受託者又はそのすべての下請負
業者」とするとのことですが、建設工事保険は
「事業者、業務受託者及びそのすべての下請負業
者」を共同被保険者とし、第三者損害責任保険は
「第三者賠償責任保険」のことであり、その被保
険者は「支出負担行為担当官、事業者、業務受託
者及びそのすべての下請負業者」を共同被保険者
とするとの理解でよろしいでしょうか。また、そ
の理解でよい場合、共同被保険者間の交差責任担
保特約を付す必要はないのでしょうか。

建設工事保険の被保険者は、「事業者、業務受託者、又は
そのすべての下請負業者」、第三者損害責任保険の被保険
者は、「支出負担行為担当官、事業者、業務受託者、又は
そのすべての下請負業者」です。
また建設工事保険は、事業者、業務受託者、そのすべての
下請負業者を共同で、第三者賠償責任保険は、支出負担行
為担当官、事業者、業務受託者、そのすべての下請負業者
を共同で被保険者とすることも可能です。その際、交差責
任担保特約を付すことが必要です。

33 別
紙
4

別紙4の１ 別紙４の１及び２（第1回質問回答No84）建設工事
費等の1000分の10まで事業者が負担とされていま
すが、不可抗力による損害が数回発生した場合
は、各回の損害について建設工事費等の1000分の
10まで事業者が負担するのでしょうか。それとも
事業者の負担額は累積して1000分の10までなので
しょうか。（第1回回答では検討しますとのことで
したので、再度質問します。）

建設期間の累積で1000分の10までが事業者負担、それを超
える部分は大学が負担するように変更します。

34 別
紙5

保証書第4条 別紙５の保証書第4条の解釈は、「保証人は事業者
に代わって瑕疵修補を行った場合でも、事業期間
終了までは事業者に対して瑕疵修補費用を請求し
てはならない。」とのことでしょうか。それと
も、「保証人は事業者に代わって瑕疵修補を行っ
た場合でも、事業期間終了までは、事業者に代
わって、大学に対してサービス購入費を請求する
ことはできない。」との意味でしょうか。また、
建設者が複数の企業により実施される場合、保証
書の差入は各社連名でしょうか。または、各社個
別に差入れるのでしょうか。

最初の質問については、前者の趣旨です。2番目の質問につ
いては、建設企業が複数の場合、連名で差し入れること
も、各社単独で差し入れることも、両方を可とします。

35 別
紙5

保証書第5条2 保証書第5条第2項の「本保証は、事業契約に基づ
く事業者の債務が終了した場合、終了する」の
「事業契約に基づく事業者の債務」は、「保証書
第1条で規定された主債務」すなわち瑕疵担保期間
の終了との理解でよろしいでしょうか。そうであ
れば、「本保証は、主債務が終了した場合、終了
する。」と変更していただけないでしょうか。

「事業契約に基づく事業者の債務」とは、事業者が事業契
約に基づき本件施設を建設し、これを大学に引き渡し、事
業期間終了まで維持管理し、事業期間満了時に契約に従っ
て大学に業務の引継ぎを行う債務です。

36 別
紙5

保証書第5条2 保証書第5条第2項の但し書の「事業者の保証人に
対する何らかの義務が履行されていないときは、
この限りではない。」は、「事業者から建設者に
工事代金が全額支払われていない場合には、たと
え瑕疵担保期間が満了しても建設者の保証債務は
消滅しない。」と解釈されますが、なぜこのよう
な条項が規定されたのでしょうか。

同条但し書きを削除します。
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平成15年3月17日公表

政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）　
事業契約書（案）

№ ページ 章 条 項 項目 質問 回答

37 別
紙7

別紙7の1 大学から支払われる建設に係わる対価のうち、元
本には消費税がかかり、金利（割賦手数料）には
かからないものと理解してよろしいでしょうか。
この場合、大学が支払う割賦料（元本×1.05+手数
料）としては平準化されないものと理解してよろ
しいでしょうか。元本分の消費税相当額を各期に
均等に配分すれば、消費税を含めた支払額は平準
化されますが考えをお示し下さい。また、別紙7に
記載される金額は上記の元本に消費税が加算され
た消費税込みの金額と理解してよろしいでしょう
か。

割賦手数料に対する消費税等相当額の支払いは想定してい
ません。
消費税等相当額を含めた割賦料を平準化して支払います。
別紙7には消費税等相当額を含めた金額を記載してくださ
い。

38 別
紙
10

法令変更による追加費
用分担規定

外形標準課税が導入され、事業者がその対象と
なった場合は、「事業者の利益以外に対する課税
に係るものの変更」であるため、大学負担になる
との理解でよいでしょうか。

ご質問のとおりです。事業契約書（案）を訂正します。
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平成15年3月17日公表

政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）　
維持管理業務要求水準書

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目 質問 回答

1 7 5 清掃業務 清掃用控室及び清掃資機材倉庫については、必要分
を建物内に設置する考えでよろしいでしょうか。あ
るいは、現設計で想定されている場所があれば、ご
教示ください。

第１回質問回答　P.24「設計図書№63」のとおりで
す。

2 9 6 保安警備業務 南門の勤務ポストには、立硝用の詰所を必要に応じ
て設置することでよいでしょうか。

ご質問のとおりです。

3 9 6 保安警備業務 建物の入退館に関し、外来者に対してどのような取
扱いになりますか。例えば、「入館時に記帳し入館
証を交付、帰りに回収する。」等

維持管理業務仕様書作成時に決定します。

4 10 7 廃棄物処理業務 ペーパーレス化などによる年間想定排出量の減や逆
に想定以上の廃棄物が出るなど大幅な増減がある場
合の契約のあり方はどのようになりますか。

年度終了時に年間想定数量と年間実績とに大幅に開
きがある場合には、発注者・事業者間で協議するも
のとします。

5 10 7 廃棄物処理業務 廃棄物排出量について示された想定の数字は同規模
オフィスと比較するとかなり少ないのですが、既存
施設における年間実績値でしょうか。それとも実績
をもとにした新施設での年間想定値でしょうか。

既存施設の年間実績値です。

6 12 事業実施のための前提条件 資料が判読不能なため、記載内容が明確に分かる資
料の再掲をお願いします。（ダウンロードした後印
刷しても判読不能）

３月１１日付けで、資料を再掲しました。
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平成15年3月17日公表

政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）　
落札者決定基準

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目 質問 回答

1 3 5 (2) 表1要求水準の必須項目
建設業務の条件及び要求水準

表1の建設業務の条件及び要求水準で「入札説明書
による条件」のうち、「VE提案に基づく設計変更に
関する事項」と記載されていますが、採用されたVE
提案がゼロであった場合は、失格となるのでしょう
か。また、この事項とは、どの様式に提示するどう
いう事項のことでしょうか。

ＶＥ提案が無いことによって、失格となることは
ありません。当該条件は、あくまでも入札提案書
類において、ＶＥ提案に係る事項が正しく記載さ
れているかを確認するということです。

2 4 5 (2) 表１要求水準の必須項目
事業計画の提案に関する条件

「その他（入札参加グループの構成員以外）の出資
者」の明示とは、具体的に企業名を記載することが
求められているのでしょうか。また、ＳＰＣへの出
資条件における他の条件（構成員の出資比率50％超
等）を満たしていれば、落札後に「その他の出資
者」を別企業に変更すること、または出資比率を変
更することは可能でしょうか。

前段：「その他の出資者」を想定しており出資者
名が確定している場合、支障がなければ企業名を
記載してください。出資者名が未定である、また
は記載に支障があるという場合は、その旨、及び
「その他の出資者」としてどのような者を検討し
ているのかを記載してください。
後段：提示した出資条件を満たしていれば、その
他の出資者または出資比率が提案段階とＳＰＣ設
立段階で異なっていても構いません。ただし、落
札者自身の出資に関する条件（出資比率等）につ
いては、後からの変更はできないこととします。

3 4 5 (2) 表１要求水準の必須項目
事業計画の提案に関する条件

1.1程度のＤＳＣＲの確保とありますが、運営業務
を伴わないＢＴＯ案件においては、ファイナンスを
つける金融機関としては当該レベルまでは求めない
と聞いています。1.1程度という条件を設定した根
拠をお聞かせください。また、当該条件は、市場の
考えとは乖離しており、事業者の事業収支を圧迫す
ることになるため、削除していただきたい。金融機
関の関心表明書が取得できていれば、事業収支の健
全性が担保されているため、当該条件は不要と考え
ます。

あくまでも目安であり、入札参加者が適当とする
数値を設定してください。

4 4 5 (2) 表１要求水準の必須項目
事業計画の提案に関する条件

表1の事業計画の提案に関する条件の「○長期収支
計画」で「PIRR、EIIRの適切な設定」「1.1程度の
DSCRの確保」との記載について、第1回質問回答No2
では、「大学として一定の範囲を定めることは考え
ていません。」とのことですが、(2)で「要求水準
の必須項目について記載がない場合は失格とす
る。」とされているにもかかわらず、このPIRRや
EIRRの審査項目では「適切でない」として失格とな
ることはないとの理解でよろしいでしょうか。

ＰＩＲＲ、ＥＩＲＲについては、各入札参加者の
提案する事業計画に応じた適切な設定をしてくだ
さい。

5 4 5 (2) 表１要求水準の必須項目
事業計画の提案に関する条件

表1の事業計画の提案に関する条件の「○長期収支
計画」で「1.1程度のDSCRの確保」とし、第1回質問
回答No６で「年度ベースでみたDSCRの最低値の目安
を指す」とされておりますが、(2)では「要求水準
の必須項目について記載がない場合は失格とす
る。」とされている以上、毎年DSCRが1.1以上なけ
れば失格となるとの理解でよろしいでしょうか。

あくまでも目安であり、入札参加者が適当とする
数値を設定してください。

6 4 5 (3) 加点項目審査
長期収支計画の安定性

要求水準の必須項目の長期収支計画に「１．１程度
のＤＳＣＲ」と記載されていますが、ＳＰＣが資金
を銀行借入金とスポンサー企業からの劣後ローンで
調達する場合、長期収支計画には銀行借入金のＤＳ
ＣＲのみを記載し、そのＤＳＣＲが１．１程度であ
れば良いでしょうか。

ご質問のとおりです。
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平成15年3月17日公表

政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）
　基本協定書（案）

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目 質問 回答

1 別紙
1

4 誓約書について ４．株式への担保権設定に関して、「担保権設定契
約書を大学に提出すること」とありますが、担保権
設定契約書の本書を提出しなければならないので
しょうか。写しでよろしいでしょうか。本書を提出
しなければならない場合には、その理由をご説明く
ださい。また、本書提出の場合には、大学は預り証
を事業者に発行していただけるのでしょうか。大学
が万一紛失された場合には、事業者に対して損害賠
償を行う旨、その預り証に記載いただけるのでしょ
うか。

写しを提出してください。
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平成15年3月17日公表

政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）　
様式集

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目 質問 回答

1 様式
25

事業スケジュール 「施設の竣工日」は、様式51による入札参加者の提
案項目ですが、「施設の引渡日」は平成15年3月31
日、「維持管理業務期間」は平成17年4月1日～平成
30年3月31日であり、入札参加者の提案項目ではない
との理解でよいでしょうか。

ご質問のとおりです。

2 様式
25

事業スケジュール ＶＥ提案による設計変更の申請～確認の期日を① 大
きな設計変更は２ヶ月以内② 中小程度の設計変更は
１ヶ月以内　程度に考えてよろしいでしょうか。
（工期に影響大）

特定行政庁の判断によるため、お答えできません。

3 様式
32

入札金額内訳書 維持管理業務に係る対価は、単年度の金額ではな
く、事業期間の合計金額を記載するという認識でよ
ろしいでしょうか。また、様式３２の合計欄の金額
が入札価格になるという認識でよろしいでしょう
か。

ご質問のとおりです。

4 様式
33､
34

建設工事費内訳書、維持管
理費等内訳書

入札提出書類中の建設工事費および維持管理費など
の内訳書は工事項目別の費用提示でよろしいでしょ
うか（様式33、34　書式は自由､A4縦書きのみの指定
です。）数量表は不要と考え各工事項目ごとの工事
費がわかる内訳書と考えてよろしいでしょうか。

様式33は、「建築工事内訳書標準書式」及び「建築
設備工事内訳書標準書式」（国土交通省大臣官房官
庁営繕部監修）における「細目別内訳」程度まで提
示してください。様式34は、「建築保全業務積算基
準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）におけ
る「費目別内訳」程度まで提出してください。ただ
し、ここで提示する図書は参考であり、様式33,34の
書式は自由とします。

5 様式
33､
34､
35

建設工事費内訳書、維持管
理費等内訳書、資金調達計
画

様式32は金額（円）と記載がありますが、様式33、
様式34、様式35の単位は、円か千円かお示し下さ
い。様式35の注意書きには様式36との整合をとると
の記載がありますので、様式32を除くものは単位：
千円としてよろしいでしょうか。

様式32,33,34,35に記載する金額の単位は、円としま
す。

6 様式
34

維持管理費等内訳書 様式３４の用紙サイズはＡ３横でもよろしいでしょ
うか。

様式34※３に記載のある資料については、Ａ３横で
も構いません。

7 様式
36

長期収支計画 ※　６）割賦料のうち、割賦手数料には消費税を含
めないこととありますが、大学から支払われる割賦
料金のうち、割賦手数料には消費税は含まれないの
でしょうか。この場合、大学が支払う割賦料（元本
×1.05+手数料）については、支払期間で平準化しな
いとのことでよろしいでしょうか。

割賦手数料には消費税はかかりません。割賦料に係
る消費税等相当額は平準化して支払います。

8 様式
36

長期収支計画 キャッシュフローにおいて、期のずれは考慮しなく
てよいという認識でよろしいでしょうか。具体的に
は、平成15年度分の法人税は平成16年度上期で支払
うことになりますが、資金計画書においては、平成
15年度下期での発生という処理でよろしいでしょう
か。

ご質問のとおりです。

9 様式
36

長期収支計画 国のライフサイクルコストの欄に記載する「国税収
入２」の内訳の１つとして「消費税」を求められて
いますが、消費税の対象は何でしょうか。法人税は
損益計算書から転記するので分かりやすいですが、
消費税について、ＳＰＣから発注される個別の請負
業務・委託業務等を対象とする場合、当該様式だけ
では簡単に数字を追うことができないと考えます。
提案する側、審査する側の省力化のためにも、国の
ライフサイクルコストの欄では、国の支出と国税収
入ともに、消費税を除外していただきたい。

国のライフサイクルコスト欄に記載する消費税等相
当額の対象は割賦手数料を除く割賦料及び委託料と
します。
①には割賦料及び委託料に消費税等相当額を加算し
たものを記載し、②には①で加算した消費税等相当
額の５分の４の国税収入分及び法人税を記載してく
ださい。

10 様式
36

長期収支計画 現在価値換算は年度単位で計算することとあります
が、具体的には平成15年度の上期と下期は同じ「1」
を用いて現在価値換算するということでしょうか。

ご質問のとおりです。

11 様式
36

長期収支計画 ＤＳＣＲ及びＬＬＣＲの定義がありませんが、提案
者が適当と考える一般的な計算式を用いてよろしい
でしょうか。

ご質問のとおりです。

12 様式
39､
40､
42､
43､
44､
46､
47

これらの様式に記入する提案（ＶＥ提案含む）につ
いては、維持管理期間に関わることだけでなく、設
計、施工に関係するものも提案として盛り込むとの
解釈でよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。ただし、実施設計図書の変更
を伴う提案は、ＶＥ提案採否において採用とされた
提案以外、入札提案書類において提案することは認
められません。
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政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）　
様式集

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目 質問 回答

13 様式
39～
50及
び様
式52

ＬＣＣの増加を伴う新たな
提案

ＬＣＣが増加するため、ＶＥ提案書には提示しな
かった項目であっても、機能向上等の定性的評価が
期待できる項目は、入札提案書に記載してよいので
しょうか。大学が項目自体を認めないという場合は
あるのでしょうか。提案項目が認められなかった場
合、定性的評価の点数が下がり入札金額があがる
（総合評価値が下がる）リスクは入札参加者が負う
が、落札した場合に入札金額の減額を求められるこ
とはないとの理解でよいでしょうか。

実施設計図書の変更を伴う提案は、ＶＥ提案採否に
おいて採用とされた提案以外、入札提案書類におい
て提案することは認められません。

14 様式
39～
50及
び様
式52

ＬＣＣの増加を伴う新たな
提案

ＬＣＣは減少するが、何らかの理由でＶＥ提案書に
は提示しなかった項目であっても、定性的評価が期
待できる項目は、入札提案書に記載してよいので
しょうか。大学が項目自体を認めないという場合は
あるのでしょうか。提案項目が認められなかった場
合、落札後にＬＣＣの減少を見込んだ入札価格で原
設計に基づく業務を実施しなければならないリスク
は入札参加者が負う（入札金額の増額はない）との
理解でよいでしょうか。

実施設計図書の変更を伴う提案は、ＶＥ提案採否に
おいて採用とされた提案以外、入札提案書類におい
て提案することは認められません。

15 様式
41

適切な中長期修繕計画に関
する提案

本様式は、事業者の業務範囲内の修繕・更新計画
（30年間）を提案するものであり、事業者の業務範
囲外の大規模修繕は含めないとの理解でよいでしょ
うか。

施設の供用開始後、30年間に発生する全ての修繕・
更新については、規模の大小に関わらず、提案して
ください。なお、事業期間中の修繕・更新業務は、
規模に関わらず事業者の業務範囲に含まれます。

16 様式
41

適切な中長期修繕計画に関
する提案

本様式は、30年間に渡って、建築物などの劣化した
部分・部材、低下した性能・機能を要求水準に示す
レベルまで回復させるために必要な費用を提案する
ことが趣旨であり、30年間の合計額の多寡による定
量的な評価は行われないとの理解でよろしいでしょ
うか。

30年間の修繕費用を含めたＬＣＣを定性的に評価す
ることとしています。

17 様式
51

建設工期の短縮に関する提
案

工期短縮に係るＶＥ提案が採用されない場合、ある
いは当該ＶＥ提案を行っていない場合でも、他の適
切な手法による工期短縮を様式51で提案すれば、定
量的評価が得られるとの理解でよろしいでしょう
か。この場合、新しく提案する「適切な手法」が大
学側から認められなければ、定量的評価がゼロ点と
なるのでしょうか。

実施設計図書の変更を伴わない提案であれば、提案
することは可能であり、実現可能性等を考慮し定量
的評価を行います。

－11－



平成15年3月17日公表

政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）　
設計図書

№ ページ 大項目 中項目 小項目 資料名 項目 質問 回答

1 A-
211
･501

外部 テラコッタルーバーの＠が相違しています。
・ 仕上表‐６：＠１００
・ 部分詳細図‐２：＠１５０＠１５０を正と考え
て宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

2 A-
409
･501

外部 テラコッタルーバー部の水平ボーダー：Ｓtパネル
のＨ寸法が相違しています。
・ ３階平面詳細図‐２：Ｈ６００
・ 部分詳細図‐２：Ｈ３００
Ｈ３００を正と考えて宜しいでしょうか。又、テラ
コッタパネル部の水平ボーダーについてもＨ３００
と考えて宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

3 A-
501
･506

外部 テラッコッタルーバー部の水平ボーダーの鋼鈑厚が
相違しています。
・ 部分詳細図‐２：ｔ１．６
・ 部分詳細図‐７：ｔ２．０ｔ
１．６を正と考えて宜しいでしょうか。又、テラ
コッタパネル部の水平ボーダーも同様と考えて宜し
いでしょうか。

ご質問のとおりです。

4 A-
301
･506

外部 腰壁テラコッタパネルの下地共の厚が矩形図‐２で
７５ｍｍとありますが部分詳細図‐７では低層棟が
１４５、高層棟が９５とあります。腰壁のみ７５ｍ
ｍと考えて宜しいでしょうか。又、腰壁テラコッタ
パネルの取付は、湿式で張付け、としてよろしいで
すか。

部分詳細図7を正とし、腰壁テラコッタパネルの
取り付けは乾式工法とします。

5 A-
301

外部 腰壁テラコッタパネルの上下枠及び、堅枠が不明で
す。無しと考えて宜しいでしょうか。

上下とも枠ありです。
（A-506/A-468TD9参照）

6 A-
506

外部 「部分平面詳細図」にテラコッタパネルの端部に
「ＳＴ ＦＢ‐４×５０　溶融亜鉛メッキの上Ｆ
Ｕ」とありますが、「テラコッタパネル平面図
Ｓ＝１：５」にはありません。端部縁金物はテラ
コッタルーバーのみに必要と考え、テラコッタパネ
ルには縁金物は不要と考えて宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

7 A-
506

外部 腰壁以外の、低層棟壁テラコッタパネル下地の詳細
はすべてＡ－５０６図の「低層棟テラコッタパネル
平面　Ｓ＝１：５」図に倣って宜しいでしょうか

腰壁も含め、A-506/A-468TD9に倣います。ただし
枠形状はA-506を正とします。

8 A-
506

外部 腰壁以外の高層棟壁テラコッタパネル下地の詳細は
すべてＡ－５０６図の「高層棟テラコッタパネル平
面　Ｓ＝１：５」に倣って宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。ただし腰壁は低層棟に倣い
ます。

9 A-
505
･506

外部 部分詳細図‐６　Ｒ階平面図Ｘ１３通側テラコッタ
パネル取付下地、同縁等の詳細がわかりません。A-
506図に倣ってよろしいですか。

ご質問のとおりです。

10 A-
513

外部 屋上鉄骨階段手摺笠木の部材はφ４２．７と考えて
宜しいでしょうか。

ご質問のとおりとし、仕上げは溶融亜鉛メッキ＋
ＦＵとします。

11 A-
509

外部 部分詳細図‐１０の柱化粧横目地（梁下端取り合い
部）にもコーキングが必要と考えて宜しいでしょう
か。

化粧目地部分には必要ありません。

12 A-
305

外部 ＲＦＬ、EVシャフト廻り壁アルミパネルｔ２．０の
仕上はアルマイトマット仕上と考えて宜しいでしょ
うか。

電解２次着色仕上げとします。

13 A-
225

外部 低層棟東５階壁アルミパネルはｔ２．５アルマイト
マット仕上と考えて宜しいでしょうか。又、下地は
Ｃ‐１００×５０×２０と考えて宜しいでしょう
か。

仕上げは、電解２次着色とします。
下地については、ご質問のとおりです。

14 A-
304

外部 低層棟6ＦＬ上部Ｙ３通り壁アルミパネルも、上記
質疑と同様と考えて宜しいでしょうか。

仕上げは、電解２次着色とします。
下地については、ご質問のとおりです。

15 A-
501
･506
･510

外部 屋上目隠し及び外壁押出セメント板ｔ６０には、
ロックウール充填は不要と考えて宜しいでしょう
か。

ご質問のとおりです。
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設計図書

№ ページ 大項目 中項目 小項目 資料名 項目 質問 回答

16 A-
224
･226
･441
～
445

外部 水平ルーバーの位置が立面図と天伏図で相違してい
ますが、下記の位置にはアルミ水平ルーバーは不要
と考えて宜しいでしょうか。
①：南面１Ｆ　Ｙ５～６通間
②：南面４Ｆ　Ｙ３～４通間
③：北面３～５Ｆ　Ｙ３～４通間

天伏図を正とします。

17 A-
502

外部 １階喫煙コーナー廻り床アスファルト防水の仕様が
部分詳細図‐３にＡＩ‐１とありますが、他のアス
ファルト防水はＡＩ‐２とあります。部分詳細図‐
３に倣いＡＩ‐１と考えて宜しいでしょうか。

ＡⅠ－２とします。

18 A-
300
･304
･471
･508

外部 Ｙ２通６ＦＬ梁天端の仕上がA-508図に「レジンモ
ルタル下地シート防水」とありますがA-471図に倣
い、「アルミパネルＥＸＰ．Ｊ」と考えて宜しいで
しょうか。又、７ＦＬより上部のＹ２通梁天端につ
いては、A-300図、Ｙ１通に倣い「塗膜防水、先端
部フッ素樹脂塗装」と考えて宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

19 A-
218

外部 ６ＦＬ、Ｙ２～３通間トップライト軒樋の落し口の
か所数が不明です。４ヶ所と考えて宜しいでしょう
か。

ご質問のとおりです。ただしX3.X12通りは、オー
バーフロー管（SUS　５０Φ各１カ所）を設ける
こととします。

20 A-
221
･505

外部 Ａ－２２１図、X１３～１４通間にＤＰＬ１００φ
とありますが、Ａ－５０５図には雨水管φ１００
（設備工事）とあります。平面図に倣い建築工事と
考えて宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

21 特-1
･A-
300

外部 コンクリート打放し面増打コンクリートの厚が特記
にｔ２０とありますが、矩形図他に倣いｔ２５と考
えて宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

22 A-
223
･225
･504

外部 立面図、７ＦＬ　X３～５通、１１ＦＬ　X７～９通
間に手摺の図示がありますが、仕様、詳細が不明で
す。Ａ－５０４図に倣って宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

23 A-
206
･319

外部 ブリッジ軒天グラスウール敷の仕様がブリッジ詳細
図‐１に２４Ｋとありますが外部・仕上表‐１「屋
根（低層棟）」に倣い４８Ｋと考えて宜しいでしょ
うか。

ご質問のとおりです。

24 A-
211
･321

内部 １階ホワイエ前ＷＣ、床仕上が下記の様に相違しま
す。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。
　仕上表　ビニル床シートＢ
　展開図　床タイルＡ

展開図を正とします。

25 A-
216

内部 ４階プロジェクト研究室、床に点線が記入されてい
ますが、何を表しているか不明です。今回工事外の
ものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
（平面詳細図には記入がありません）

ご質問のとおりです。なお点線は、将来間仕切壁
取設位置の例を示したものです。

26 A-
323

内部 １階男女更衣室、洗面化粧台の仕様・詳細が不明で
す。各階便所の洗面化粧台に倣うと考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりです。

27 A-
511
･512

ＳＫライニング詳細が２つ有り相違しています。詳
細図１２　Ｄ‐４４を正と考えて宜しいでしょう
か。又、ライニング面の仕上が下記の様に相違しま
す。ＶＰ＋耐水ＰＢｔ９．５＋１２．５と考えて宜
しいでしょうか。併せて御指示下さい。
　　VP＋PBｔ１２．５＋９．５
　　VP＋ケイカル板ｔ６＋耐水合板ｔ

A-511図D-40によります。ライニング部はＶＥ＋
耐水ＰＢｔ9.5＋ＰＢｔ12.5とします。

28 特-4
･A-
211
･511

内部 ユニットシャワーの品番が下記の様に相違します。
仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。
　　　　　　ＴＯＴＯ：
　　仕上表　ＪＳＣ０８０８Ｐ
　　特記４　ＪＳＣ０８１２Ｓ
　　詳細図　ＪＳＣ０８０８９

ご質問のとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 資料名 項目 質問 回答

29 特-4
･A-
211

内部 便所手摺のメーカーが下記の様に相違します。特記
を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
　
　特記４　ＴＯＴＯ（Ｈ・ＷＣの壁付手摺が品番で
はＩ型、図面ではＬ型と相違するが、各手摺の品番
が記入されています。）

　仕上表　ナカ工業（品番の記入無し）

ご質問のとおりです。
（A-512図D-42参照）

30 特-4 内部 特記仕様書４、各種既製品凡例に下記のものが記入
されていますが、図面に見当たりません。しかし、
特記を正と考え本工事に含むと考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。
　ＷＣブース内棚
　女子ＷＣブース内チャームボックス
　女子ＷＣブース内擬音装置

ＷＣブース内棚のみ本事業範囲とします。

31 特-4
･A-
211

内部 消火器ボックスの仕様・メーカーが下記の様に相違
します。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。
　仕上表　ヒガノ　ＷＢ‐０１４
　　　　　掘込タイプ　１００ヶ所
　特記４　ユニオン
　　　　　ＵＦＢ‐１Ｓ‐２７５
（ＳＵＳ　ＨＬ仕上　ブラケット付）
又、特記４が正の場合、ヶ所数を御指示下さい。

ご質問のとおりです。

32 A-
207
･209
･304
･305
･315
～
318

内部 アトリウム床仕上が下記の様に相違します。１階は
床タイルＡ、１階階段から５階までをイぺ材と考え
て宜しいでしょうか。御指示下さい。
　仕上表・矩計図５
　　　　　　　　　床タイルＡ
　矩計図６・階段詳細図５～８
　　　　　　　　　イぺ材ｔ２５

ご質問のとおりです。

33 A-
511

内部 部分詳細図、Ｄ‐２１（ゴミ置場）地流しでは防水
をしていますが、防水の仕様が不明です。塗膜防水
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりです。

34 A-
207

内部 仕上表、ゴミ置場の備考に整理棚と記入されていま
すが、仕様・詳細が不明です。御指示下さい。

別図（整理棚詳細）のとおりです。

35 特-2
･A-
212
･305

内部 ELVピットの仕上が、平面図と矩計図とで相違して
おります。平面図を正と考えて宜しいでしょうか。
特記･平面図…ケイ酸質系塗布防水
矩計図6　 …床：防塵塗装
 　　　　　 壁：防水モルタル

ご質問のとおりです。

36 A-
212
･300
･422

内部 7～14Fリフレッシュの床下地が仕上表と平面詳細図
で相違しております。仕上表を正と考えて宜しいで
しょうか。
仕上表･矩計図1…OA
フロアー平面詳細図 …プラスチック置床

ご質問のとおりです。

37 A-
311
･312

内部 鉄骨階段1～3にノンスリップは必要と考えて宜しい
でしょうか。

ご質問のとおりです。

38 A-
211
･212
･213
･511

内部 下記の凡例の使用場所が不明です。無しと考えて宜
しいでしょうか。

・仕上表6　その他同等品リスト…
　音響絶縁材ｔ5
(吉野石膏：タイガーグラスパッド)

・ピット平面図…
雨水オーバーフロー管200φ

・1F平面図…化粧マンホール
・部分詳細図12　D-36…タラップB

音響絶縁材は、A-206図FWI-6に使用しています。
オーバーフロー管は、雨水貯留槽ー湧水槽間の界
壁上部に設ける（位置はA-212図による）。
化粧マンホール、タラップBについてはご質問の
とおりです。

39 A-
529

内部 サインキープランで下記の場所にIN-16が付くと思
われます。IN-16…315か所を317か所と考えて宜し
いでしょうか。
・ 3F WC(X9-10/Y1B-2)
・ 4F湯沸室(X5-6/Y1-1A)

ご質問のとおりです。
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40 A-
524
～
526

内部 ブラインドの数量がリストと配置図とで相違してお
ります。下記の通りと考えて宜しいでしょうか。
・2F図書館事務室
VB-1  リスト…6か所      配置図…4か所○
VB-2  リスト…1か所      配置図…0か所○
・2F倉庫
3VB-2 リスト…1か所     配置図…0か所○
・3Fエントランスホール
VB-1   リスト…4か所     配置図…0か所○
・4Fプロジェクト研(X11-13/Y3-6
VB-11 リスト…2か所     配置図…1か所○
VB-13 リスト…3か所     配置図…4か所○
・4F所長室
VB-1  リスト…2か所○    配置図…0か所
・7･8Fコモンスペース
VB-11 リスト…2か所     配置図…4か所○
VB-12 リスト…2か所     配置図…4か所○
・9･10Fコモンスペース
VB-11 リスト…2か所     配置図…4か所○
VB-12 リスト…2か所     配置図…4か所○
・11～13Fコモンスペース
VB-11 リスト…2か所     配置図…6か所○
VB-12 リスト…2か所     配置図…6か所○

ご質問のとおりです。

41 A-
401
･448
･460

建具 ＬＳＤ－１５は建具表に１ヶ所とありますが、キー
プランでは符号があるものの図示されていません。
（平面詳細図も図示されていない）
ＬＳＤ－１５は不要と考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。

ご質問のとおりです。

42 A-
303
･462

建具 ＡＷ－２２乙のＨ寸法は矩計図で２階が３８００、
３、４階が３７２５となっていますが、建具表では
２階が３７２５で相違します。前回質疑Ｎｏ８６を
考慮、矩計図を正とし、ＡＷ－２２も同様に下記の
様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
・ＡＷ－２２：Ｈ３８００（２階）    　　２ヶ所
・ＡＷ－２２Ａ：Ｈ３７２５（３，４階）  ６ヶ所
・ＡＷ－２２乙：Ｈ３８００（２階）　　　４ヶ所
・ＡＷ－２２乙Ａ：Ｈ３７２５（３，４階）６ヶ所

次のとおりとします。
・AW-22：３,４階、６カ所、H=3800
・AW-22A:２階、２カ所、H=3725
・AW-22乙：３,４階、６カ所、H=3800
・AW-22乙A：２階、４カ所、H=3725

43 A-
304
･462
･471

建具 ＡＷ－１６Ｂのガラスは矩計図で網入ガラスｔ６．
８＋ＦＬｔ８、ペアガラス＋フィルム貼、建具表で
はＰＷＣ６．８＋Ａ６＋ＦＬ８、飛散防止フィルム
貼で相違します。建具表を正と考えて宜しいでしょ
うか。
又、ガラスの割付も矩計図と建具表で相違します
が、同じく建具表を正と考えて宜しいでしょうか。
御指示下さい。

ご質問のとおりとします。

44 A-
306
･448

建具 １階ホワイエにＳＤ－１６が２ヶ所ありますが、矩
計図では開口となっていて相違します。ＳＤ－１６
は有りと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりとします。

45 A-
315
･463
･470

建具 ＧＣＷ－３のW寸法は建具表、詳細図では５３７
５、階段詳細図では２５００＋２２５＋２４００＝
５１２５で相違します。建具表、詳細図を正と考え
て宜しいでしょうか。御指示下さい。

階段詳細図を正とします。ただし、Ｗ寸法は
2400+225+2525＝5150とします。

46 A-
318
･462

建具 ＳＷ－７は建具表でＷ４９７５ですが、階段詳細図
ではＸ１０～１１間に位置していてＳＷ－８が無く
なっています。建具表を正とし、ＳＷ－８もそのま
ま有りと考えて宜しいでしょうか。
又、Ｈ寸法は建具表で２６００、階段詳細図では２
９００（寸法押え無し）で相違します。（ＳＷ－６
も）Ｈ寸法は階段詳細図を正と考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。

ご質問のとおりとします。

47 A-
318
･467

建具 ＳＷ－５、６、ＳＳＷ－４，５は建具表と階段詳細
図で姿図（方立、中桟の入り方）が相違します。建
具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

ご質問のとおりとします。

48 A-
408
･458

建具 ＳＤ－４３は建具表でＷ１５２３、姿図記号Ｇ－１
ですが、平面詳細図ではＷ２０００（寸法押え無
し、Ｙ３～４間の１ヶ所のみ）、片開きのくぐり戸
付で相違します。姿図は平面詳細図を正とし、Ｗ寸
法は建具表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

姿図は平面図を正とし（姿図記号：I-1）、W寸法
についてもY3-4、Y7-8間ともに平面詳細図を正と
します。
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49 A-
408
･450

建具 ３階キープランで、秘書コーナー、廊下４間にある
ＬＳＤ－２５は平面詳細図にありません。キープラ
ンを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりです。

50 A-
415
･451

建具 ４階平面詳細図でプロジェクト研究室Ｙ５通り付近
に親子開き戸がありますが、キープランにありませ
ん。ＬＳＤ－２８とし、ＬＳＤ－２８は合計６ヶ所
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

A-451図を正とします。

51 A-
416
･452

建具 ５階院生研究室－３，５Ｙ－７～８Ａ間に片開き戸
がありますがキープランにありません。ＬＳＤ－２
６とし、ＬＳＤ－２６は合計２０ヶ所と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりです。

52 A-
430

建具 ＰＨＦ平面詳細図で屋外機置場に両開き戸がありま
すが、キープランにありません。ＲＤ－２とし、Ｗ
１６００×Ｈ２１００、１ヶ所、仕様等はＲＤ－１
に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

W2600ｘH2100　RD2とし、仕様等はRD1に倣いま
す。（A-505図参照）

53 A-
303
･400
･403
･404
他

建具 ＡＧ－１、６の数量は前回質疑Ｎｏ１２でキープラ
ン通りとありましたが、下記の部分のＡＧ－１、６
は平面詳細図で図示されていないため、無しとし、
建具表の数量通り、ＡＧ－１は合計１ヶ所、ＡＧ－
６は合計５ヶ所と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。
１階Ｘ１０、１２／Ｙ６付近のＡＧ－１。同じく２
階のＡＧ－６。
４階Ｘ１０／Ｙ６付近のＡＧ－６。
２、３階Ｘ５、６のＡＧ－６。

キープランを正とします。
（AG1:3ヶ所、AG6:12ヶ所）

54 A-
304
･405
･406
･413
他

建具 ２、４、５階Ｙ２通り、Ｘ３～５、６～９、１０～
１２間にはＳ．Ｓとシャッターと思われる符合があ
りますが、平面詳細図、矩計図では指示されており
ません。平面詳細図、矩計図を正とし、その部分の
シャッターは無しと考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。

ご質問のとおりです。

55 A-
305

建具 矩計図－６でＥＶドア上部Ｈ６００部分に、ガラス
の表現がありますが、建具符号がありません。新た
にＳＳＷ－６、Ｗ９００×Ｈ６００、２９ヶ所、ガ
ラスＴ５＋飛散防止フィルム貼、ＨＬと考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりです。

56 A-
304
･452

建具 ＳＳ－１５のＨ寸法は建具表で３２５０、矩計図で
は２６８０で相違します。矩計図を正とし、同フロ
アのＳＳ－１６、１７もＨ２６８０と考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりです。

57 A-
461

建具 ＡＷ－２０のＨ寸法は建具表で３３００、３４０
０、姿図では２９５０、３０５０で相違します。建
具表を正とし、ＡＷ－２０：Ｈ３３００（３～５
階）８ヶ所。ＡＷ－２０Ａ：Ｈ３４００（１、２
階）３ヶ所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

ご質問のとおりです。ただし、１階キープラン階
段ー６のAW-20はなしとします。

58 A-
224
･448
･457

建具 ＳＤ－１、２は建具表姿図で６００φのガラスが
入ってますが、立面図では図示されていません。建
具表姿図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

ご質問のとおりです。

59 A-
225
･448

建具 １階階段６にＳＤ－７８がありますが、立面図には
図示されていません。キープランを正と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりです。

60 A-
225
･461

建具 ＡＷ－２０の姿図は建具表で嵌殺し、立面図では中
桟入りで相違します。建具表を正と考えて宜しいで
しょうか。御指示ください。

ご質問のとおりです。

61 A-
463
･470

建具 ＧＣＷ－３は建具表でリブガラスの指示があります
が、姿図、詳細図では金物で止めているだけのよう
に図示されています。リブガラスは不要と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりです。
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62 A-
405
･449
･463

建具 前回質疑Ｎｏ８７で多目的会議場のＳＷ－５、６は
ＳＷ－５Ａ、６Ａとしましたが、建具表、キープラ
ンと、平面詳細図で取付き方が相違します。音響調
整室はＳＷ－６Ａ：１ヶ所、映写室は新たにＳＷ－
６Ｂ：Ｗ５７００×Ｈ１２５０、２連嵌殺し、フ
ロート８、他の仕様はＳＷ－６Ａに倣い、１ヶ所と
考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

建具キープランを正とします。

63 A-
462

建具 ＡＷ－２２乙は建具表で衝突防止の指示がありませ
んが、姿図で図示されています。姿図を正と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりです。

64 A-
410
･450

建具 ３階キープラン、共同研修室－１のＸ１３通りにＬ
ＳＤ－２４がありますが、平面詳細図にはありませ
ん。キープランを正と考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。

ご質問のとおりです。

65 A-
404
･449
･460

建具 ２階整理室にＬＳＤ－１７がありますが、建具表で
Ｗ１３００、親子開き戸、平面詳細図ではＷ９０
０、片開きで相違します。建具表を正と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりです。

66 A-
234
･453

建具 ６階Ｙ３通りＸ１０～１３間のＡＷ－９は、断面図
により不要と思われます。ＡＷ－９は合計１３ヶ所
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりです。

67 A-
404
･405
･408
･409
他

建具 ＳＳ－１４は３階平面詳細図で、中間にＳＳ－１５
同様に柱が入っていますが、４階には入っていませ
ん。
又、ＳＳ－５は２～４階平面詳細図で柱が入ってま
すが、建具表に指示がありません。ＳＳ－１５同様
の柱が入るものはＳＳ－５のみと考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりです。
（W=5000を超えるものは必要です。）

68 A-
463
･469
･470

建具 Ａ－４６３図・建具表、ＧＣＷ－２、３に「ステン
レス製ワイヤートラス」とありますが、Ａ－４６
９，４７０図より、無しと考えて宜しいでしょう
か。

ワイヤートラスはありませんが、ガラス支持金物
吊ロッドはあります。

69 A-
406
･410
･461

建具 ＡＷ－１４、１５のＷ寸法は建具表で５２００、姿
図では５４５０、平面詳細図では５２２０で相違し
ます。割付寸法も含めて平面詳細図を正と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。

A-505図、建具表姿図を正とします。

70 A-
464
･466
～
468

建具 ＴＰ－１、ＧＣＷは仕上げが不明です。
・ＴＰ－１  アルマイト仕上げ
・ＧＣＷ    ステンレスＨＬ
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

ご質問のとおりです。

71 A-
323
･460

建具 ３、４階高層棟便所のＬＳＤ－２３（８ヶ所）のW
寸法は７５０、建具表ではW９００で相違します。
Ａ－４６０図を正とし、全てＷ９００として宜しい
でしょうか。

ご質問のとおりです。

72 A-
401
･459

建具 １階Ｘ１通りのＳＤ－８１（２ヶ所）のW寸法はW４
５０、建具表ではW６００で相違します。Ａ－４５
９図を正とし、全てＷ６００として宜しいでしょう
か。

ご質問のとおりです。
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下記の建具の各寸法は、建具表と、平面詳細図、矩
計図等で相違します。以下のように考えて宜しいで
しょうか。
　　　　　　　 　     建具表　平詳等
AW－1B（5階X５～６間） H2100  H2000→H2100
ＡＧ－１１　　　　　　H2950　H3560→H3560
ＡＷ－１９　　　　　　H2950　H2785→H2785
ＡＷ－２７　　　　　　H2950　H2785→H2785
ＡＷ－１８　　　　　　H3050　H2785→H2785
ＧＣＷ－２　　　　　　Ｗ5950 Ｗ6300 →W6300
ＧＣＷ－２　　　　　  H11700 H11300→H11300
ＧＣＷ－４D・４E　　  Ｗ2650 Ｗ2500 →W2650
ＧＣＷ－１　　　　　　Ｗ5950 Ｗ6300 →Ｗ630

＊Ｈ寸法はＧＣＷ－２に倣い､マイナス400でＨ
19300
ＬＳＤ－２２　　Ｗ750 　Ｗ900 →Ｗ900
ＬＳＤ－３　　　Ｗ900　 Ｗ600 →Ｗ600
ＳＤ－３　 　　 Ｗ1800  Ｗ2000→Ｗ2000
ＳＤ－１５　　  Ｗ1300  Ｗ1800→Ｗ1800
ＳＤ－６３　　　Ｗ900 　Ｗ600 →Ｗ600
ＬＳＤ－１２　　Ｗ1300  Ｗ900 →Ｗ900
ＳＤ－４４　　　Ｗ1300　Ｗ900 →Ｗ1300
(２階Ｘ６通り１ヶ所)
ＬＳＤ－２６　　Ｗ900 　Ｗ1300→Ｗ900
（３階役員室３の１ヶ所）
ＳＤ－５８　　  Ｗ900 　Ｗ1800→Ｗ1800
ＬＳＤ－４０    Ｈ2600  Ｈ2100→Ｈ2600
ＬＳＤ－２９    Ｈ3000　Ｈ2800→Ｈ2800
ＬＳＤ－２８    Ｗ1800　Ｗ1300→Ｗ1300
ＳＤ－５５　    Ｗ2170　Ｗ1955→Ｗ1955

74 A-
461
･462
･464

建具 下記の建具の寸法は、建具表と姿図で相違します。
姿図の寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。
　　　　　　　  建具表　　　姿図
・ＡＷ－４　　Ｈ１９５５　Ｈ１８９５
・ＡＷ－８　　Ｗ７２４０　Ｗ６５５０
・ＡＷ－８　　Ｈ１７００　Ｈ２９００
・ＡＷ－２４　Ｗ３２００　Ｗ３１７５
・ＡＧ－６　　　Ｈ９００　　Ｈ９９０
・ＳＤ－７８　Ｈ２０４０　Ｈ３１００
・ＡＷ－２５Ａ・２５B・２５Ａ乙・２５B乙
　　　　　　  H２３００　H２１００
　　　　　　　　　　　　 H２２００

ご質問のとおりです。

75 A-
461
･526

建具 ＡＷ－９の電動オペレーターと電動ブラインドにつ
いては、制御盤を建築工事に含むとなっており、電
気工事にはなっていません。設備監視室や防災セン
ターに制御盤を設置する集中管理ではなく、各部屋
毎でのスイッチによる制御と考えてよろしいでしょ
うか。

ご質問のとおりです。ただし､AW-9のみ開閉の状
態を中央監視盤に表示するように変更します。制
御盤にスイッチグループ（２５グループ）別の状
態移報の機能を追加します。また､中央監視設備
を別図（電気設備修正）のように変更します。

76 A-
459

建具 エレベータホールに取り付くＳＳ－１３について
は、扉併設でないスチールシャッタですが、避難上
の問題とはならないのでしょうか。

エレベータと連動制御を行うため、問題とはなり
ません。

77 A-
607

外構 逆L型擁壁の配筋について鉄筋径，ピッチが不明で
す。逆Ｔ型擁壁の配筋に倣うとしてよろしいです
か。

別図（逆Ｔ型擁壁）のとおりとします。

78 A-
613

外構 南門門袖の縦筋(Ｄ１６)のピッチが不明です。
＠３００としてよろしいですか。

２００ピッチとします。

79 A-
613

外構 南門門袖の基礎部、短辺方向の配筋が不明です。＠
３００としてよろしいですか。

２００ピッチとします。

80 A-
531

外構 外部サイン基礎の配筋が不明です。Ｄ１０＠２０
０、端部Ｄ１３としてよろしいですか。

ご質問のとおりです。

81 M-39
M-98

空調設備 直焚冷温水発生器の機器仕様がM-39に示す通りであ
る場合、M-98の熱源制御の＜制御内容＞の内、
「１．熱源機台数制御の３）」の内容について対応
することができません。対応するためには、機器仕
様の変更が必要になると思われます。どのように考
えればよいか御指示下さい。

本日付けにて訂正された設計図書（訂正No.15）
のとおりとします。

A-
457
･458
･460
～
464

73 建具 次のとおりとします。
AW-1B→H2100
AG-11→H3560
AW-19→H2785
AW-27→H2785
AW-18→H2785
GCW-2→W6300
GCW-2→H11700
GCW-4D/4E→W2650
GCW-1→W6300
GCW1→H19700
LSD-22→W900
LSD-3→W600
SD-3→W2000
SD-15→W1800
SD-63→W600
LSD-12→W900 片開き軽量フラッシュ扉
SD-44→W1300
SD-58→W1800 姿図A-3
LSD-40→H2600
LSD-29→H2800
LSD-28→W1300
SD-55→W1955 姿図A-3
なお、３階役員室３のLSD-26はSD-53に変更とし
ます。
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82 特-1 意匠図 躯体 第1回質問の回答(No.31)による、防水材配合コンク
リートの使用範囲について、FS・FW記号のものと御
回答頂きましたが、外周地中梁、外周柱梁(FW廻り)
には不要との理解で宜しいでしょうか。御教示願い
ます。

外周地中梁、柱、梁を含みます。

83 特-1
A-
300
他

意匠図 外部 外壁の打増コンクリートについて、特記仕様書1で
はt=20、矩形図ではt=25ということで、記載内容が
相違しておりまが、t=20を正との理解で宜しいで
しょうか。御教示願います。

t=25を正とします。

84 特-2 意匠図 内部 特記仕様書において、厨房壁：陶器質タイル100角
に、役物有と記載がございますが、内壁のため、無
しとの理解で宜しいでしょうか。御教示願います。
又、メーカー･品番も併せて御教示願います。

ご質問のとおりです。
ＩＮＡＸ　ミスティー程度とします。

85 特-3 意匠図 躯体 19内装工事･断熱材に記載がございます断熱材兼用
型枠について、メーカー・品番を御教示願います。

ダウ化工　ピットワーク同等品とします。

86 特-4 意匠図 内部 OAフロアの材質は、特記仕様書のGＲC若しくは鋼製
無機質充填と御指示頂いておりますが、ＪＱA合格
品がほとんどありません。公共建築協会の認定品で
もよろしいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

87 特-4 意匠図 内部 OAフロアのたわみ2.0ｍｍ以内の中央集中荷重は特
記仕様書で5,000Nと御指示頂いておりますが、特記
仕様書の性能（地震時水平力0.6G・耐荷重3,000N）
では中央集中荷重3,000Nとなりますがよろしいで
しょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

88 特-4 意匠図 内部 特記仕様書4･各種既製品凡例に記された下記の項目
について、他の設計図書に記載がございませんでし
た。本、建築工事には適用しないものとの理解で宜
しいでしょうか。御教示願います。・ WCブース内
棚　TOTO YKH400程度・ 女子WCブース内チャーム
ボックス　TOTO UTR401程度・ 女子WCブース内擬音
装置　TOTO YES200程度また、必要とされる場合、
設置範囲または箇所数を御教示願います。

ＷＣブース内棚のみ本事業範囲とします。

89 特-4
A-
401

意匠図 内部 1～14階湯沸室の流し台ユニットについて、1～14階
まで全て同一ユニットとの理解で宜しいでしょう
か。御教示願います。

ご質問のとおりです。

90 特-4
A-
401
～
A-
429

意匠図 内部 特記仕様書4･各種既製品凡例において、流し台ユ
ニットの程度の記載がございます。
流し台：サンウェーブ工業NC-S-150程度吊戸棚：サ
ンウェーブ工業NC-A-150F程度品番中の150はW=1500
を示すものと思われますが、平面詳細図より1-14
階･湯沸室の流し台ユニットはW=1200です。1階･診
療室のみを上記の仕様とし、1-14階･湯沸室は下記
の通り読み替えて宜しいでしょうか、御教示願いま
す。流し台：サンウェーブ工業NC-S-120程度吊戸
棚：サンウェーブ工業NC-A-120F程度

W=1500とし、表面材は指定色とします。

91 特-4 意匠図 内部 天井点検口について、寸法毎に箇所数を御教示願い
ます。

A-513図のとおりです。

92 特-4
A-
211

意匠図 内部 消火器ボックスの程度について、下記の通り相違し
ております。
特記仕様書4 *各種既製品凡例　ユニオン UFB-1S-
275(SUSHL､ブラケット付)程度仕上表-6 仕上材同等
品リスト      ヒガノ WB-014 堀込タイプ100か所
仕上表を優先するとの理解で宜しいでしょうか。御
教示願います。

ご質問のとおりです。

93 特-4
A-
211

意匠図 内部 ユニットシャワーの程度について、下記の通り相違
しておりますが、仕上表を優先するとの理解で宜し
いでしょうか。御教示願います。
特記仕様書4 *各種既製品凡例　TOTO JSC0812S程度
仕上表-6 仕上材同等品リスト  TOTO JSC0808P

ご質問のとおりです。
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94 特-4
A-
211

意匠図 内部 便所手摺の程度について、下記の通り相違しており
ますが、仕上表を優先するとの理解で宜しいでしょ
うか。御教示願います。
・特記仕様書4 *各種既製品凡例　小便器用手摺
TOTO T110BU1程度
大便器用手摺 TOTO T110BM3(I型W=500) 程度
H･WC用手摺　TOTO T110BML1+T110BCL1程度
・仕上表-6 仕上材同等品リスト      ナカ工業
オーバルメタリックカラー

特記仕様書４を正とします。

95 特-4
A-
211

意匠図 内部 前項の便所手摺について、仕上表を優先した場合、
各手摺の程度を下記の通りとの理解で宜しいでしょ
うか。御教示願います。
ナカ工業 オーバルメタリックカラー
小便器用手摺　　 CC-1程度
大便器用手摺 　　CI-50(I型W=500)程度
身障者用WC手摺　CL-7070 + CS程度

特記仕様書４を正とします。

96 特-4 意匠図 内部 特記仕様書4･*各種既製品凡例に記載された下記の
項目について、使用箇所を御教示願います。
・ マンホール　カネソウ MWA-S 防水防臭型T-20
・ 床用点検口　カネソウ 密閉型フロアハッチMSEM
・ 石こう系不燃断熱吹付材　東邦レオ レトロガー
ド

なしとします。

97 特-4 意匠図 内部 ユニットバス開口枠について、仕様･寸法はユニッ
トシャワーと同程度との理解で宜しいでしょうか。
御教示願います。

ご質問のとおりです。

98 A-
201

意匠図 躯体 新築工事着工時の敷地地盤高さはA-201図の通りと
考えて宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

99 A-
206
A-
306

意匠図 内部 倉庫-2と廊下床仕上について、仕上表ではビニル床
タイルA、矩計図では合成樹脂塗床Bと記載内容が相
違しておりますが、仕上表を正との理解で宜しいで
しょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

100 A-
206
A-
510
A-
512

意匠図 内部 厨房の仕上が、仕上表と部分詳細図では下記の様に
異なっております。全て仕上表を正との理解で宜し
いでしょうか。御教示願います。
＜厨房＞
（床仕上）・ 仕上表：合成樹脂塗床A+エチレン酢
ﾋﾞ系シート防水+KK-A・ 部分詳細D-16：磁器質タイ
ル+均しモルタル+押えコンクリート+アスファルト
防水+コンクリート金ゴテ
（巾木）・ 仕上表：壁材立上げ(陶器質タイル)・
部分詳細 D-42：防水モルタル+床材立上げH200(合
成樹脂塗床)
（壁仕上）・ 仕上表：陶器質タイル・ 部分詳細
D-42：VP+コンクリート打放補修
（天井仕上）・ 仕上表：VE+CAt6・ 部分詳細 D-
42：VP+Cat6

ご質問のとおりです。

101 A-
206
A-
400

意匠図 内部 1階クロークにカウンターがありますが、詳細が不
明です。A-512･D-46図を参照し、大理石本磨きt50
W400×L1800程度との理解で宜しいでしょうか。
また、本カウンターを含め1F守衛室、2F事務室など
で使用される大理石カウンターの程度を御教示願い
ます。

ご質問のとおりです。なお、大理石の程度は、ビ
アンコカララ程度とします。

102 A-
207

意匠図 内部 仕上表-2･空調機械室～中水槽室の備考欄に記入さ
れたMHは、マシンハッチとの理解で宜しいでしょう
か。また各室ごとの詳細を御教示願います。
1） 材質･仕様
2） 寸法
3） 箇所数
4） メーカー､品番

マンホールを示しています。

103 A-
207

意匠図 内部 仕上表-2･ごみ置場の備考欄に記入された整理棚の
詳細について御教示願います。
1） 材質
2） 形状･寸法
3） 箇所数または範囲

別図（整理棚詳細）のとおりです。
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104 A-
207
A-
321
A-
512

意匠図 内部 食堂横WCにおいて、床仕上が下記のように相違して
おります。仕上表を正との理解で宜しいでしょう
か｡また、他の1階便所も全て食堂横WCに倣うとの理
解で宜しいでしょうか｡御教示願います。
        仕上表2　　　　便所詳細図1　　部分詳細
図13(ライニング)
床仕上　ﾋﾞﾆﾙ床シートA　床タイルA　長尺塩ビ
シート

便所詳細図のとおりです（多目的会議室前便所も
同様です）。

105 A-
207
A-
321
A-
512

意匠図 内部 食堂横WCの壁・天井仕上について、下記の通りの相
違が見られますが、便所詳細図を正との理解で宜し
いでしょうか。また、他の1階便所も全て食堂横WC
に倣うとの理解で宜しいでしょうか。御教示願いま
す。
　
　　　便所詳細図1　仕上表2　 部分詳細図13(ライニン
グ)
壁仕上 多彩模様吹付 VE塗装　　EP-Ⅱ塗装
天井仕上　EP-Ⅱ塗装 VE塗装　　VP+ケイカル板t6

便所詳細図のとおりです（多目的会議室前便所も
同様です）。

106 A-
208

意匠図 内部 マイクロ資料室の床仕上は塗床と御指示を頂いてお
りますが、塗床A程度との理解で宜しいでしょう
か。御教示願います。

ご質問のとおりです。

107 A-
209

意匠図 内部 仕上表-4において、3階・応接室の記載がございま
すが、他の図面より位置を確認出来ませんでした。
応接室に該当する部屋は無しとの理解で宜しいで
しょうか。御教示願います。

第１回質問回答　P24　「設計図書No67」のとお
りです。

108 A-
209
A-
316
A-
318

意匠図 内部 階段詳細図-8において、アトリウム及びEVホールの
床仕上はイペt25ですが、仕上表には床タイルAと記
載されております。仕上表を正との理解で宜しいで
しょうか。又、階段詳細図-6において、段部はイペ
t25と記載されておりますが、段部のみイペt25との
理解で宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

109 A-
210
A-
507

意匠図 内部 5F斜面天井仕上について、仕上表ではEP塗装、部分
詳細図ではAEP塗装と相違しております。仕上表を
正との理解で宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

110 A-
211

意匠図 内部 仕上表-6・仕上材同等品リストに記された音響絶縁
材t5について、他の図面で記載が確認できませんで
した。詳細を御教示願います。

Ａ－２０８図ＦＷＩ－６によります。

111 A-
211

意匠図 内部 会議室などの壁仕上はEP、一部化粧GWボード(H2100
以上)になっております。取合い部分に見切が必要
と思われますが、塩ビ製既製品程度との理解で宜し
いでしょうか。御教示願います。

ALアングルアルマイト既製品とします。

112 A-
211

意匠図 内部 消火器ボックスの箇所数について、仕上表-6 仕上
材同等品リストの箇所数100か所を今回工事の総数
量として適用するとの理解で宜しいでしょうか。御
教示願います。また、消火器ボックスと同数の消火
器(ABC粉末10型程度)を建築工事として見込んで宜
しいでしょうか。御教示願います。

消火器ボックスについては、ご質問のとおりで
す。ただし、消火器は本事業範囲外とします。

113 A-
211
A-
424

意匠図 内部 リフレッシュ室の床下地において、仕上表にOAフロ
アt100、平面詳細図には既製プラスチック置床と記
載があり、相違しておりますので、平面詳細図を正
との理解で宜しいでしょうか。御教示願います。

仕上表を正とします。

114 A-
211
他
A-
300
他

意匠図 内部 二重床下の防塵塗装について、OAフロア下のみに必
要、プラスチック置床下などには不要との理解で宜
しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

115 A-
211
A-
316
A-
502

意匠図 内部 木デッキの厚さについて、仕上表ではt=22、各詳細
図ではt=25と相違しておりますが、t=25を正との理
解で宜しいでしょうか。また、全て無塗装との理解
で宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。
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116 A-
212
特-2

意匠図 内部 特記仕様書2の防水工事およびピット平面図におい
て1） 各水槽内・防水下地処理の程度が不明です。
床：CK-B、壁：C-Bとの理解で宜しいでしょうか。
御教示願います。2） また、ELVピット仕上は平面
図ではケイ酸質系塗布防水、矩計図-6（A-305）で
は床：シンダーコンクリート金鏝t100の上防塵塗
装、壁：防水モルタル金鏝t50と相違がございます
が、特記、ピット平面図を正との理解で宜しいで
しょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

117 A-
212

意匠図 内部 ピット平面図･凡例に記された配管スリーブ：600φ
について、平面図上で人通口との判別が出来なかっ
たため、基礎小梁部に設置されるスリーブを配管ス
リーブと仮定し93か所を見込みました。宜しいで
しょうか、位置または長さ別の箇所数を御教示願い
ます。

すべて人通口７００Φとします。

118 A-
212
･213

意匠図 内部 ピット平面図･凡例に記された化粧マンホール：600
φステンレス製･防臭型について1） 設置箇所が不
明です。御教示願います。2） 指定がありました
ら、程度を御教示願います。

化粧マンホールはなしとします。

119 A-
212
A-
511

意匠図 内部 ピット平面図･凡例に記されたピットタラップ：ス
テンレス製打込について、径が不明です。19φと考
えて宜しいでしょうか。またA-515･D-36図に示され
たタラップBは、今回工事で適用箇所なしとの理解
で宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

120 A-
212

意匠図 内部 雨水貯留槽X6 /Y5通り交差付近より、Y1通り上の外
周壁まで図示された実線についてピット平面図･凡
例の雨水オーバーフロー管200φを指すものとの理
解で宜しいでしょうか。異なる場合、詳細および
オーバーフロー管の範囲を御教示願います。

雨水貯留槽と湧水槽の界壁上部に設けます（位置
は図示のとおり）。

121 A-
213

意匠図 内部 1階平面図・公用車駐車場に図示ございます マン
ホール：600φ鋳鉄製･防臭型について耐荷重を御教
示ください。

Ｔ－１４とします。

122 A-
213

意匠図 外部 ドライエリアのフロアドレインは、平面図ではφ
100、平面詳細図ではφ150と数値が相違しておりま
すが、φ150を正との理解で宜しいでしょうか。御
教示願います。

ご質問のとおりです。

123 A-
213
A-
401
A-
402

意匠図 内部 1階平面図において、X6通り上,Y1～2通り間には印
刷室、X10通り上,Y1～2通り間にはリネン室がござ
いますが、平面詳細図では便所が図示されておりま
す。平面図を正との理解で宜しいでしょうか。御教
示願います。

ご質問のとおりです。

124 A-
213
A-
323
A-
512

意匠図 内部 1階男子､女子更衣･WC･SWに図示された手洗いカウン
ターの仕様･寸法はA-512･D-48図に倣うとの理解で
宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

125 A-
225

意匠図 外部 外壁凡例Dのアルミパネルについて、厚みはt=2.5と
の理解で宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

126 A-
300

意匠図 内部 矩計図-1において、湧水槽内は床仕上：CK-Cです
が、防水が必要との理解で宜しいでしょうか。その
場合、雨水貯留槽に倣い床・壁共：ケイ酸質系塗布
防水との理解で宜しいでしょうか。御教示願いま
す。

防水は不要です。

127 A-
300
A-
442

意匠図 内部 2F共同研究室のブラインドボックスは、矩計図では
B型、天井伏図ではA型と相違しております。A型を
正との理解で宜しいでしょうか。御教示願います。

高層棟２階はすべて矩計図を正とします。

128 A-
300
A-
301

意匠図 内部 落下防止手摺の表面仕上について、矩計図-1では
SOP、矩計図-2ではFU塗装と相違しております。FU
塗装を正との理解で宜しいでしょうか。また、設置
箇所は開口部のみと記入がありますが、床からの
FIX窓部分には、不用との理解で宜しいでしょう
か。御教示願います。

手すりの表面仕上げについては、矩計図-1を正と
します。また、嵌め殺し窓部分に設置する必要は
ありません。
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129 A-
301
A-
512

意匠図 内部 ブラインド受板の表面仕上について、矩計図ではA-
BEの焼付、部分詳細図ではOP塗装と相違しておりま
す。A-BE焼付塗装を正との理解で宜しいでしょう
か。御教示願います。

第１回質問回答　P25　「設計図書No74」のとお
りです。

130 A-
302
他

意匠図 内部 地下外周壁面の防水について
1) 地下外周壁の内部側には、塗布防水が必要との
理解で宜しいでしょうか。必要とする場合、程度を
御教示願います。
2) 倉庫-1・二重壁部分のRC壁面には断熱材吹付が
図示されておりますが、土に接する外壁のため、塗
布防水と読み替えて宜しいでしょうか。御教示願い
ます。

ご質問の1),2)ともに不要です。

131 A-
304
A-
508
A-
471

意匠図 外部 トップライトの排水溝について
1) 矩形図ではステンレス、建具詳細図ではアルミ
と相違しておりますが、ステンレス製t1.0、アルミ
カバーパネル + 下地スチールアングル を正との理
解で宜しいでしょうか。御教示願います。裏面の断
熱材が矩形図ではフェルト裏打、建具詳細図ではグ
ライト吹付と相違しておりますが、フェルト裏打を
正との理解で宜しいでしょうか。御教示願います。

材質及びその下地については、ご質問のとおりで
す。なお、裏面の断熱材については、グライト吹
付とします。

132 A-
311
～
A-
314

意匠図 内部 階段室において、打放補修仕上部分は壁･天井･段
裏･梁共に化粧打放補修との理解で宜しいでしょう
か。御教示願います。

すべて化粧打放しコンクリート（A種）としま
す。

133 A-
311
A-
312

意匠図 内部 階段詳細図-1､2において、天井仕上:EP-2
PBt9.5+12.5 AEPと記載がございますがEP-2
PBt9.5+12.5との理解で宜しいでしょうか。御教示
願います。

ご質問のとおりです。

134 A-
321

意匠図 内部 便所詳細図1において、1階ﾎﾜｲｴ前WCのX4通り壁にラ
イニングが見られますが、仕様が不明です。部分詳
細図13の小便器ライニングと同仕様との理解で宜し
いでしょうか｡御教示願います。

ライニングはありません。

135 A-
312
A-
316

意匠図 内部 鉄骨階段において、段部・踊場はモルタル下地です
が、ワイヤーメッシュ φ3.2 75×75が必要との理
解で宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

136 A-
315
A-
318

意匠図 内部 下記の床点字タイル･点字鋲について程度を御教示
願います。
(風除室)
床ゴムタイル部 300□
誘導用300□
注意喚起用

(階段7～11)
床木デッキ部　300□
注意喚起用
　　　　　　SUS点字鋲

（風除室）クリヤマ　合成ゴム製　ＳＭ－３０
０ー点Ｍ－５、ＳＭ－３００ー線Ｓ－５同等品、
（階段7～11）クリヤマ　ＳＭ－３５ーＳＴＣ同
等品とします。

137 A-
321
～

意匠図 内部 1～14階SKについて、用具掛を見込んでも宜しいで
しょうか。必要である場合詳細を御教示願います。

1） 材質
2） 断面・長さ寸法
3） 表面仕上
4） フック等の金物

棚：メラミン６００×２００　ｔ＝20　タカトク
金物　ＣＰ－４５同等品　フック：タカトク金物
ＣＰ－２４５同等品　を各ＳＫに１カ所設けるこ
ととします。

138 A-
321
～
324
A-
512

意匠図 内部 便所において、平面詳細図と部分詳細図の寸法に下
記の通りの相違が見られますが、平面詳細図を正と
の理解で宜しいでしょうか。御教示願います。
　　　　　　　　　　　　平面詳細図　部分詳細図13
大便器ライニング甲板　W150　　　　　　W200
汚垂石　　　　　　　　　　 t20　    　　　　t25

ご質問のとおりです。

139 A-
400

意匠図 内部 会議室廊下壁下地において、一部がFWI-1になって
おりますが、RC壁面であるためFW-1と読み替えて宜
しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。
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140 A-
400
A-
301

意匠図 内部 会議室X6通り壁仕様において、平面詳細図にFW-3、
矩計図にはFW-1と記載があり相違しております。
FW-1を正との理解で宜しいでしょうか。御教示願い
ます。

平面詳細図を正とします。

141 A-
403
S-
104

�意匠図 構
造図

躯体 1階平面詳細図において、X10+2200/Y6～Y6+3000間
にRC壁がございますが、1階伏図には図示されてお
りませんが、1階平面詳細図を正、壁符号W18Cとの
理解で宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

142 A-
403

意匠図 内部 食堂の壁仕上について、展開図よりX11通りはスラ
イスレンガ貼となっておりますが、RC面はモルタル
下地との理解で宜しいでしょうか。また、メー
カー・品番、役物の有無等も併せて御教示願いま
す。

ご質問のとおりです。

143 A-
403

意匠図 内部 1階平面詳細図-4に図示された消防水利関連の詳細
について

1）防火水槽にのみ必要との理解で宜しいでしょう
か。御教示願います。
2）消防水利標識は既製品、標識をアルミ製･全面反
射、支柱をスチール製との理解で宜しいでしょう
か。御教示願います。
3)水限度表示の材質､仕様を御教示願います。

1)ご質問のとおりです。
2)ご質問のとおりです。ただし、支柱はシルバー
メタリック色とします。
3)耐水ペンキとします。

144 A-
404

意匠図 内部 平面詳細図より、2F開架閲覧室の柱仕上がX8､9通り
とY3通りとで、異なるように見えます。X8,9通りは
FW-1、Y3通りはFW-5との理解で宜しいでしょうか。
御教示下さい。

図示のとおりです。

145 A-
407

意匠図 内部 2階平面詳細図-4・1階多目的会議場D展開のｻﾗﾝﾈｯﾄ
について

1） 縁金物等の納まりを御教示願います。
2） メーカー･品番等の指定がございましたら御教
示願います。

1)堅木枠 25×45 UC程度に取り付け。
2)特になし

146 A-
409
他
A-
515

意匠図 内部 Y2-3間のEV前ブリッジ部分でエキスパンションジョ
イントの取付場所が、平面詳細図とエキスパンショ
ンジョイントリストとで、床･壁共に相違しており
ます。(平面詳細図床L2500に対し、エキスパンショ
ンジョイントリストではL3200)平面詳細図を正との
理解で宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

147 A-
457
A-
448
A-
400

意匠図 建具 SD15の型式・寸法について、建具表とキープラン、
平詳とで下記のように相違しておりますが、W1300
の親子開き扉との理解で宜しいでしょうか。御教示
願います。
・ 建具表   ――　W1300　親子開きフラッシュ扉
・ 建具表姿図記号　――　A－3（両開き扉）
・ キープラン　――　両開き扉
・ 平詳　――　W1800　両開き扉

平面詳細図を正とします。

148 A-
457

意匠図 建具 仕上欄にFK･SOPと二種類の記載がある下記建具につ
いて片面-FK､片面-SOPとの理解で宜しいでしょう
か｡御教示願います｡･
SD11,15,19,51,52,54,56,59,83,85
･SHD2
･LSD37

ご質問のとおりです。

149 A-
458

意匠図 建具 SD43の姿図記号にG－1と記載がございますが、建具
形式が潜り戸付煙感連動自閉式片引きフラッシュ扉
となっていますのでI－1と読み替えて宜しいでしょ
うか。
また、旧甲防の指示がございませんが、煙感連動で
すので旧甲防との理解で宜しいでしょうか。御教示
願います。

ご質問のとおりです。

150 A-
458

意匠図 建具 SD62の硝子に「F5」と記載がございますが、型板ガ
ラスにはt5の規格がないと思われますので、「F6」
と読み替えて宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。
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151 A-
459
A-
449
～
451

意匠図 建具 SS5について、備考欄に方立の記載がございません
が、W寸法が7270であり、キープランで方立が図示
されておりますので、SS15に倣い、ステンレスHL
柱：180φが付くとの理解で宜しいでしょうか。御
教示願います。

ご質問のとおりです。

152 A-
461
･462

意匠図 建具 下記建具の寸法について、寸法欄と姿図の寸法が相
違しております。姿図の寸法を正との理解で宜しい
でしょうか。御教示願います。
　　　　姿図　　　　寸法欄
・AW4　H1895　　　　　H1995
・AW8　W6550　　　　　W7240
　　　 H2900　　　　　H1700
・AW14 W5450　　　　　W5200
・AW15 W5450　　　　　W5200
・AW20 H3300　　　　　H2950
 　　   3400　　　　　H3050
・AW24 W3175　　　　　W3200
・AW25A H2200　　　　　H2300
・AW25B H2100　　　　　H2300

AW-20以外はご質問のとおりです。
AW-20は寸法欄記載のH3300,3400を正とし、１階
キープラン階段-６のAW-20はなしとします。

153 A-
461

意匠図 建具 AW20にはH寸法の記載が2種類ございますが、使い分
けが不明です。下記のような理解で宜しいでしょう
か。御教示願います。
H2950　――　3・4・5F
H3050　――　1・2F

次のとおりとします。
・AW-20：３～５階、H=3300
・AW-20A:２階、H=3400

154 A-
462

意匠図 建具 AW22，22乙に耐火ボードの記載がございますが、仕
様については、ケイカル板t20,EP－Ⅱ仕上との理解
で宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

155 A-
462

意匠図 建具 AW24の金物欄にBM（衝突防止マーク）の記載がござ
いますが、姿図には図示がございませんので、他の
建具に倣い、両袖嵌殺部分に付くとの理解で宜しい
でしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

156 A-
462

意匠図 建具 SW1～4の付属金物欄にBM（衝突防止マーク）の記載
がございますが、FL＋1067には横桟があるために、
不要との理解で宜しいでしょうか。御教示願いま
す。

ご質問のとおりです。

157 A-
462

意匠図 建具 SW7，8の名称に「ステンレス製はめ殺し窓」と記載
がございますが、凡例でSWは「鋼製窓」となりま
す。SW7，8はスチール製との理解で宜しいでしょう
か。御教示願います。

ご質問のとおりです。

158 A-
462

意匠図 建具 SW8の付属金物にBM（衝突防止マーク）の記載がご
ざいますが、扉ですので、不要との理解で宜しいで
しょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

159 A-
463
･470

意匠図 建具 GCW3について、建具表でリブガラス一式と記載がご
ざいますが、姿図・詳細図でリブガラスの図示がご
ざいませんので、リブガラスは無いとの理解で宜し
いでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

160 A-
468

意匠図 建具 建具表にTP1の記載がございませんが、建具詳細図
（参考図）より仮定するとの理解で宜しいでしょう
か。御教示願います。

ご質問のとおりです。

161 A-
469
･470

意匠図 建具 GCW1～3の詳細図に鋼管STKがございますが、仕上に
ついてはFU（常温乾燥形フッ素樹脂エナメル塗料）
との理解で宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

162 A-
472

意匠図 建具 ACW1～6の最上部に目隠しボードがございますが、
仕上については、EP－Ⅱとの理解で宜しいでしょう
か。御教示願います。

ご質問のとおりです。

163 A-
500

意匠図 内部 部分詳細図-1に図示されているスリーブカバーｰの
サイズについて、断面詳細図からはφ150スリーブ
カバーｰ詳細図からはφ100と読み取れます。φ150
を正との理解で宜しいでしょうか。御教示願いま
す。

350φとします。
（S-133図参照）

164 A-
500
A-
514

意匠図 内部 金属化粧天井のシルバーメタリック塗装について、
現場塗装との理解で宜しいでしょうか。材種等の仕
様も合せて御教示願います。

シルバー色であれば構いません。
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165 A-
502

意匠図 外部 喫茶コーナー廻りのゴロタ石敷について、厚みは
t=100程度との理解で宜しいでしょうか。御教示願
います。

ご質問のとおりです。

166 A-
506

意匠図 外部 テラコッタタイル及びルーバー面の押出し成型板は
巾600の横貼でよろしいでしょうか。御教示願いま
す。

横張りであれば、幅300でも構いません。

167 A-
511

意匠図 内部 床配線ピット詳細図において、a,b両タイプが図示
されておりますが、本工事ではaタイプのみを適用
するとの理解で宜しいでしょうか。御教示願いま
す。

ご質問のとおりです。

168 A-
511

意匠図 内部 A-511･D-38図に記載されたコーナガードについて、
本工事に適用するものとの理解で宜しいでしょう
か。設置箇所が不明です。設置箇所を図示もしくは
箇所数で御教示下さい。また程度の指定がございま
したら、あわせて御教示願います。

Y6-X13柱型部に外部用を１カ所設けることとしま
す。

169 A-
512

意匠図 内部 部分詳細図・SKライニング詳細図(D-44)において、
ライニング甲板の下地に耐水合板t12+ｹｲｶﾙ板t6VPと
記載がございますが、誤記入であり、ライニング腰
部の仕上を指すものとの理解で宜しいでしょうか。
御教示願います。

ＳＫライニングは、A-511図D-40を正とします。
また、ライニング部はＶＥ＋耐水ＰＢ９．５＋Ｐ
Ｂ１２．５とします。

170 A-
512
D-44

意匠図 内部 流し台ユニットの吊戸棚と天井取合い部分･塞ぎ板
について
1） 図中に 板t20 OP と記載がございますが、材種
を御教示願います。
2）A-207､211図･仕上表において湯沸室はCH=2400、
診療室CH=2600です。
A-512 D-44詳細図の基準寸法より、湯沸室、診療室
の塞ぎ板H寸法は
　　　湯沸室H=300
　　　診療室H=500
との理解で宜しいでしょうか。御教示願います。

1)メラミン化粧合板（指定色）とします。
2)ご質問のとおりです。

171 A-
512
D42

意匠図 内部 1～14階便所内の下記項目について、PB面取付(LGS･
GL工法)に対する下地補強の要領・寸法を御教示願
います。
1） 1階男子便所　　　　小便器手摺
2） 1階男子･女子便所　 大便器L型手摺
3） 1～14階身障者便所　大便器L型手摺
4） 1～14階身障者便所　大便器可動手摺
5） 1階男子･女子便所　 ハンドドライヤー
6） 1～14階SKブース内　 用具掛

次のとおりとする。
1)耐水合板t15 600×900
2,3)耐水合板t15 900×900
4,5,6)耐水合板t15 600×900

172 A-
526

意匠図 内部 ブラインドリストより手動横型ブラインドVB-6のH
寸法は1700と記載されておりますが、同一建具面
(AW4:7200×1895)に設置されると考えられるVB-5､7
でのH寸法は2300と記載されております。リスト通
りとの理解で宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

173 A-
527

意匠図 外部 煙突水抜きパイプはSGPφ50との理解で宜しいで
しょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

174 A-
527

意匠図 外部 煙突筒身･露出部は耐火塗装との理解で宜しいで
しょうか。御教示願います。

SUS304　T=２.0　HLとします。

175 S-
111
S-
141
S-
146
S-
149

構造図 躯体 11階　X5/Y1～Y2において、柱・梁の形状が下記図
面上、相違しております。
・11階伏図・Y1・Y2通り軸組図
・X5通り軸組図
11階伏図を正との理解で宜しいでしょうか。御教示
願います。

ご質問のとおりです。

176 S-
119

構造図 躯体 間柱リストにP51とございますが、使用箇所が不明
ですのでP51は中止との理解で宜しいでしょうか。
御教示願います。

CP51の使用箇所は、3,4階の低層棟階段部です。

177 S-
120

構造図 躯体 高層棟　大梁断面リスト（1）において、2階G4の他
端部上端主筋本数が、図(5本)と表(6本)とで異なっ
ております。表(6本)を正との理解で宜しいでしょ
うか。御教示願います。

ご質問のとおりです。
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178 S-
132

構造図 躯体 SPC梁リストにおいて、G1巾止筋の仕様が不明です
が、D10@600との理解で宜しいでしょうか。御教示
願います。

ご質問のとおりです。

179 S-
136
S-
132

構造図 躯体 C2-G1JOINT部詳細図において、機械式継手(2-D25)
との記載がございますが、機械式継手はD25のみ
(D16以下鉄筋は継手なし)との理解で宜しいでしょ
うか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

180 S-
136
S-
131

構造図 躯体 各部詳細図、柱JOINT部にモルタル充填式継手がご
ざいますが、D16以下の柱主筋も、モルタル充填式
継手との理解で宜しいでしょうか。御教示願いま
す。

D16以下の柱主筋は継手不要とします。

181 S-
137

構造図 躯体 プレストレストコンクリート工事仕様書　8.配筋に
おいて、小梁補強筋の径が不明ですが、小梁下端筋
と同径との理解で宜しいでしょうか。御教示願いま
す。

ご質問のとおりです。

182 S-
137
･138
特-1

構造図 躯体 プレストレストコンクリート工事仕様書 5.コンク
リート においてスランプ15以下との記載がござい
ますが、PG151のみスランプ15、その他PG151廻り
は、特－1よりスランプ18との理解で宜しいでしょ
うか。御教示願います。

スランプは18cmとします。
（流動化コンクリート対応）

183 S-
140
～
153
S-

構造図 躯体 軸組図において、6階以上にSRC根巻柱形がございま
すが、詳細は全て、SP52･柱脚部に倣うとの理解で
宜しいでしょうか。御教示願います。

ご質問のとおりです。

184 S-
145

構造図 躯体 X13通り軸組図において、PHFL階立上りに、SP2柱脚
部RC根巻柱形(4か所)がございますが、仕様(寸法、
配筋)が不明です。下記、仮定通りの理解で宜しい
でしょうか。御教示願います。

����寸法 800X800XH1100
����配筋 主筋：8-D29
����　　 HOOP：D13-□@100

ご質問のとおりです。

185 S-
161
S-
109

構造図 躯体 A部詳細図、SB51受け(出寸法660)について1)場所打
ちコンクリートとの理解で宜しいでしょうか。御教
示願います。2)範囲はY2/X3～X5・X6～X9・X10～
X12との理解で宜しいでしょうか。御教示願いま
す。

ご質問のとおりです。

186 S-
162
A-
212

�構造図 意
匠図

躯体 RC梁の補強要領において、下記部分の補強種別が不
明ですので、御教示願います。
・ 基礎梁人
・ 通口(700φ)
・配管スリーブ(600φ)
・連通管(150φ半割､200φ)
・ 通気管(100φ､150φ半割)

別図（構造図訂正その２）のとおりです。

187 S-
162

構造図 躯体 �機械 電気設備梁貫通数量において、SRC梁貫通口
 (φ200φ150)の鉄筋補強要領が不明ですが、鉄筋補

強は不要との理解で宜しいでしょうか。御教示願い
ます。

RC梁補強を適用し、200φはB3、150φはB2としま
す。

188 E-
109
E-
110

システム概要　機器仕様図 　防犯監視システムにおける機器・センサー等につ
いては、施設整備、維持管理業務を通じて最適な製
造会社製品を選定・提案することでよろしいでしょ
うか。

同等の機能を有することとする。

189 別途工事について 設計図書で別途工事となっている項目（下記）の維
持管理費用については、維持管理業務に係る対価に
は含めないことでよろしいでしょうか。
　　　　　　　　　　　記
（別途工事項目）
・什器、備品・厨房器具・電波障害対策費・携帯電
話不感知対策費・監視カメラ（ＩＴＶ）設備機器及
び配線工事・電話機（一般、多機能、ＦＡＸ）・情
報通信設備機器及びサーバー・防犯設備機器類の無
停電電源装置・中央監視設備ＲＳ・ＣＰ盤の無停電
電源装置・舞台音響・映像設備１７０インチワイド
スクリーン・その他別途工事分

下記以外は、本事業範囲外となります。
・電波障害対策費
・監視カメラ(ITV)設備機器及び配線工事
　(事業者が任意により設置する場合)
・情報用19インチラック等
・防犯設備機器類の無停電電源装置
・舞台音響・映像設備、スクリーン
・その他、実施設計図書に記載あるものすべて

190 A-
516
～
519

内部 舞台機構図1～4のメーカー等をご指示ください。 特に指定メーカー等はありません。なお、すのこ
鉄骨見え掛かり部はSOP塗りとします。
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191 A-
520
～
519

内部 電動式移動観覧席・移動式観覧席のメーカー品番等
をご指示ください。

コトブキ　ＲＣＳ特注品　同等とします。

192 A-
301
･468
･512

内部 窓善板・カーテンボックスの仕上について第1回質
疑回答No16とNo74の回答で食い違う様に思われます
がNo74を正と考え善板・カーテンボックスともSt-
1.6加工A-BEと考えてよろしいですか。

ご質問のとおりです。

193 S-
103

構造 １階床下ﾋﾟｯﾄ範囲の外周部に止水板が必要と思いま
すが図示がございません、止水板の設置場所及び仕
様等をご指示ください。

外周に面する打ち継ぎ部に止水板を設置し、その
形状は差し込み式（非加硫ブルチゴム（鉄板芯材
入）W200×t6）とします。

194 S-
106
～
109
･130
･140

構造 ３階～６階　Ｘ2通り/Ｙ1-Ｙ2間の外壁Ｗ16は、Ｐ
Ｃ柱・ＰＣ梁と接続になりますが、現場打ちの鉄筋
とＰＣとの接続方法及び仕様等をご指示ください。

別図（構造図訂正その２）のとおりです。

195 全般 ｢別途工事｣表示について 設計図書中で｢別途工事｣の表示のあるものは選定事
業者の施設整備範囲外と解釈してよろしいでしょう
か。（たとえばA208図中の電動書架･レール工事）
なお、これらの工事が施設整備業務の範囲外の場合
はその取り合いが発生する場合は別途工事範囲と考
えてよろしいでしょうか（たとえば電話機器の配線
つなぎこみ等）

下記以外は、本事業範囲外となります。
・電波障害対策費
・監視カメラ(ITV)設備機器及び配線工事
　(事業者が任意により設置する場合)
・情報用19インチラック等
・防犯設備機器類の無停電電源装置
・舞台音響・映像設備
・その他、実施設計図書に記載あるものすべて
また、本事業範囲外の工事との間に発生する取り
合いは、本事業範囲外ですが、建設工事期間中に
おいては、事業契約書(案)第22条が適用されま
す。

196 特-5 総合図の作成 総合図の作成が施工者に指示されていますが作成に
あたっては設計図書のデータを活用させていただけ
ると考えてよろしいでしょうか。なお、活用させて
いただける場合はそのソフトをご教示ください。

データを活用することは可能です。
なお、実施設計ではＤＲＡ－ＣＡＤ，ＡＵＴＯ－
ＣＡＤ，ＶＥＣＴＯＲ　ＷＯＲＫＳを使用してお
ります。
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1 3 入札説明書 32 委託料の算定
方法

委託料の平準化は不要とありますが、あまり一般
的ではない条件と見受けますが、その意図をお示
しください。また、提案する年度毎の委託料のば
らつき度合いに対しては制限はない、という認識
でよろしいでしょうか。

委託料には、毎年度実施するわけではない修繕・更
新等の費用が含まれているためです。また、年度ご
との委託料のばらつき度合いに対する制限はありま
せんが、特定の年度に集中しないよう配慮してくだ
さい。

2 3 入札説明書 33 委託料の算定
方法

ＳＰＣの利益及び運営費を割賦手数料に含めるこ
とはできないとありますが、事業者が提案する割
賦手数料のスプレッドは、事業者が資金調達する
借入金のスプレッドと一致させる必要はないと考
えてよろしいでしょうか。違う条件での複数契約
による資金調達を行う場合には、割賦手数料のス
プレッドと返済金のスプレッドには差が生じてし
まいます。

事業者が提案する割賦手数料相当額には消費税等相
当額を加算しないこととしているため、それを踏ま
えて判断してください。

3 3 入札説明書 33 委託料の算定
方法

「特別目的会社の利益及び運営費」を割賦料に含
めることはできないとのご回答ですが、「割賦
料」は割賦元本と割賦手数料によって構成される
との理解を前提としますと、割賦手数料にも「特
別目的会社の利益及び運営費」を含めることがで
きないとの意に解釈されます。　然るに、本件提
案に係る提案金利が固定金利であるか又は基準金
利決定日が竣工引渡前であるスプレッド提案とな
る場合、ＳＰＣは金利スワップにより調達金利を
固定化するまでの間の金利変動リスクを負担する
こととなるため、そのヘッジ策として提案金利は
余裕をみたものとせざるをえず、当該余裕分が結
果としてＳＰＣの利益になる可能性を排除できま
せん。従いまして、「特別目的会社の利益及び運
営費」を割賦料に含めることは不可というのは現
実的に困難と思料しますので、これを割賦手数料
の構成要素として認めていただきたく要望いたし
ます。

事業者が提案する割賦手数料相当額には消費税等相
当額を加算しないこととしているため、それを踏ま
えて判断してください。

4 20 設計図書 17 外部 第1回目の質疑回答Nｏ．17では、外壁の仕上につ
いて、ALC吸音板部分は素地その他の部分は撥水剤
塗布仕上げと御回答を頂きましたが、テラコッタ
パネル・テラコッタルーバー面については仕上は
無し、素地との理解で宜しいでしょうか。御教示
願います。

テラコッタパネル・テラコッタルーバーともに撥水
剤塗布とします。

5 29 訂正事項一覧 2 建具 設計図書A-461　AW-14,15の備考欄について、「飛
散防止フィルム（不透明）」の追記がございます
が、特記仕様書4　各種既製品凡例に記載がござい
ます「住友スリーエム　ファサラ　ガラスシェー
ド　ミルキーホワイト程度」との理解で宜しいで
しょうか。御教示願います。

住友3M　ファサラ　ガラスシェード　マットクリス
タルもしくは飛散防止SH2CL+シルク印刷同等程度と
します。

6 14 維持管理業務要求水準書 3 非常時・緊急
時等の対応

東京都から指定広域避難所に指定されているとの
ことですが、事業者で負担すべきもの（備蓄品・
倉庫の提供等）があるのでしょうか。

特にないと聞いています。

7 1 国立大学法人化に係る回答 「事業契約は、変更契約により国立大学法人とPFI
事業者との契約となる」とのご回答ですが、契約
変更は契約書（案）第５７条に基づく法令変更に
該当するもの、との理解でよろしいでしょうか、
それともPFI事業者の承諾を前提とすることが可能
なもの、との理解でよろしいでしょうか。

ご質問の契約変更は、第57条に基づく法令変更では
ありません。
ただし、当該契約変更は、法令変更に該当しますの
で、事業契約の履行が不能になるか又は追加費用が
発生する等した場合には第57条の規定に従って当事
者間の権利関係が処理されることになります。

8 1 国立大学法人化に係る回答 「国の債務を承継した新法人の支払財源は･･･中期
計画に位置づけ･･･必要な予算措置を行う」とのご
回答ですが、以下の３点につきご教示願います。
① 中期計画の支払財源については、新たに国の債
務負担行為が設定されるとの理解でよろしいで
しょうか。② 上記債務負担行為が設定される場
合、その期間は中期計画が認可された時点でのPFI
事業契約の残りすべての期間、との理解でよろし
いでしょうか、それとも中期計画の認可期間の上
限が限度、との理解でよろしいでしょうか。③ ②
の後段の場合、次回の中期計画にも確実に予算措
置がされるとの理解でよろしいでしょうか。ま
た、確実に予算措置がされる旨、金融機関と大学
との直接協定にて規定することは可能でしょう
か。　なお、金融機関としては、PFI事業契約期間
中の予算措置が中期計画にて確実に手当てされな
い場合、プロジェクトファイナンスによる本事業
への融資が難しくなることをご理解いただくよう
お願いいたします。

国立大学法人化に関しては、文部科学省の別紙（国
立大学法人化に係る回答その２）見解を参照してく
ださい。

－29－



平成15年3月17日公表

政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）
第１回質問回答書

№ ページ 資料名 質問№ 項目 質問 回答

9 1 国立大学法人化に係る回答 国立大学の独立行政法人化に関しては、掲題回答
にて現時点での大学側の見解を頂戴しております
が、本件SPCに対して融資する金融機関の立場から
見ると、当該回答だけでは本件リスクの所在を明
確にすることが出来ません。現状のままでは“関
心表明書”の提出可否にもかかわってまいりま
す。つきましては、国立大学が法人化された後
に、①文部科学省が必要な予算措置を確実に行っ
てくれるのか否か、②当該回答上“中期計画”に
PFI事業を位置づけるとの記載があるが、長期債務
（13年間）が確実に担保されるのか否か（実質的
に、従来の長期債務負担行為と同等と見なせるの
か）、――を入札準備の都合上3月中旬までに根拠
法令等を添えて明確にしていただきたく要望いた
します。尚、上記事項が明確にならない場合に
は、入札辞退、あるいは条件付の入札となる可能
性のあることを申し添えます

国立大学法人化に関しては、文部科学省の別紙（国
立大学法人化に係る回答その２）見解を参照してく
ださい。

10 1 国立大学法人化に係る回答 国立大学法人化時の事業契約変更に伴い、国の国
庫債務負担行為は消滅するとあります。一方で平
成15年2月28日に入札公告された他大学ＰＦＩ案件
の入札説明書では、国庫債務負担行為が事業期間
中継続する旨の記載があります。同じ管轄の案件
で見解に相違がありますが、当該案件の第１回目
の質問回答（2月24日）よりも新しい見解（2月28
日）のほうが優先される、という認識でよろしい
でしょうか。

国立大学法人化に関しては、文部科学省の別紙（国
立大学法人化に係る回答その２）見解を参照してく
ださい。

11 1 国立大学法人化に係る回答 財源措置の考
え方

標記資料には「移行前に必要とされた公費投入額
を十分に踏まえ、当該事務及び事業が確実に実施
されるように、十分に配慮する」との基本的な考
え方を示され、また、別紙では「国庫債務負担行
為は消滅する」と記載されてあります。独立行政
法人移行後に「主務大臣が予算要求」した額を確
実に予算化するための担保として、例えば独立行
政法人への債務保証等、何らかの方策を講じる予
定はありますか？

国立大学法人化に関しては、文部科学省の別紙（国
立大学法人化に係る回答その２）見解を参照してく
ださい。

12 1 国立大学法人化に係る回答 財源措置の考
え方

「中央省庁等改革の推進に関する方針　予算措置
の手法　イ」にて「運営費交付金及び施設費等を
毎年度の予算編成の中で確実に手当てする」との
見解が示されていますが、PFI契約で定める施設の
建設に係る対価に相当する額は「施設費」とし
て、また維持管理業務に係る対価に相当する額は
「運営費交付金」として、それぞれ区分して手当
てされるとの理解でよろしいでしょうか。また、
上記のとおり区分された場合、「施設費」として
国より手当てされた額は、すべてPFI事業契約に基
づくサービス購入費に充当されるとの理解でよろ
しいでしょうか。

国立大学法人化に関しては、文部科学省の別紙（国
立大学法人化に係る回答その２）見解を参照してく
ださい。
「施設費」として国より手当てされた額について
は、ご質問のとおりです。

13 1 国立大学法人化に係る回答 予算措置の手
法

独立行政法人以降後の新法人の支払財源につい
て、本回答によると国の予算は独法化後も新法人
の中期計画上予算措置に見込まれ手当てされてい
るかに見受けられます。しかし、物価上昇等によ
る対価支払の増加額相当分は、どのように予算が
手当てされるのでしょうか。「毎年度の予算編成
の中で確実に手当てする」との表記がございます
が、契約書に規定されるルールに従い、当該増加
（減少）額を予算編成時に措置を講じるのであれ
ば、その方法・時期等を明確にして頂きたくお願
いいたします。

国立大学法人化に関しては、文部科学省の別紙（国
立大学法人化に係る回答その２）見解を参照してく
ださい。
なお、具体的な予算措置方法は検討中です。
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入札説明書等　訂正事項一覧
№ 資料名 ページ 大項目 中項目 小項目 訂正内容 旧 新

1 事業契約書
（案）

21 第7
章

第56
条

2 遅延損害金を算定す
る率の変更

遅延日数に応じ年8.25%の割合で計算した額を 遅延日数に応じ年3.6%の割合で計算した額を

2 事業契約書
（案）

26 第8
章

第74
条

遅延利息の変更 延滞日数に応じ年8.25%の割合 次のような趣旨に変更します。（訂正後の事業契約書
（案）を参照のこと）
大学が支払遅延した場合：3.6%
事業者が支払遅延した場合：事業契約締結時の「国の
債権の管理等に関する法律施行令第二十九条本文に規
定する延納利息の率を定める告示」による率

3 維持管理業
務要求水準
書

10 7 廃棄物処理業務のう
ち産業廃棄物処理業
務を削除する。

「業務の水準」の表中
項　　目
　共  通
業務水準
　　・業務に伴い・・・清潔に保つ。
　　・悪臭が・・・・・・運搬する。
項　　目
　一般廃棄物処理業務
業務水準
　　・一般廃棄物には・・・含まない。
　　・関係自治体より・・・収集運搬する。
　　・年間想定数量　12,000㎏
項　　目
　産業廃棄物処理業務
業務水準
　　・産業廃棄物には・・・含まない。
　　・関係自治体より・・・収集運搬する。
　　・年間想定数量　2,400㎏

「業務の水準」の表中
項　　目
　一般廃棄物処理業務
業務水準
　・業務に伴い、敷地及び建物内の経路等の環境を
　　常に清潔に保つ。
　・悪臭が発生する前に、大学敷地内の所定の場所
　　より搬出し運搬する。
　・一般廃棄物には特別管理一般廃棄物を含まない。
　・関係自治体より「一般廃棄物収集運搬許可証」を
　　取得している者が関係自治体より指定された処理
　　場まで収集運搬する。
　・年間想定数量　12,000㎏

4 落札者決定
基準

6 5 (3) 表３ 定量的評価／ＶＥ提
案の実施／採用数

採用数：7～9 採用数：8～9

5 設計図書 A-
216
504

４階Ｙ３－　Ｘ５－
Ｘ６，Ｙ３－　Ｘ９
－Ｘ１０間、ブリッ
ジ屋根に手摺りを設
ける。

手摺Ａ－５０４図（屋外仕様）を両側に設ける。

6 設計図書 A-
216
461

上記ブリッジ両端に
面するＡＷ－１Ｂ
（４箇所）の
Ｗ＝１１５０のＦＩ
Ｘを開き扉とする。

ＡＷ－１Ｂのうち４箇所をＡＷ－１Ｃとし、Ｗ＝１１
５０のＦＩＸの１枚を外開き窓とし、ハンドルを室内
外に設ける。（片引き窓１箇所はＦＩＸとする。）

7 設計図書 A-
213
448

１階会議室－３と室
内運動場廊下間にＳ
Ｄ－７３を１箇所設
ける。

１階会議室－３と室内運動場廊下間にＳＤ－７３を１
箇所設ける。

8 設計図書 A-
448

１階階段室－１，階
段室－２のＳＤ－３
２の開き勝手を逆に
する。

１階階段室－１，階段室－２のＳＤ－３２の開き勝手
を逆にする。

9 設計図書 A-
608

敷地北東角（補助12
号境界部）に透水性
コンクリート舗装を
追加する。

既存のまま
舗装面積Ａ：3790.397㎡

透水性コンクリート舗装
（範囲は別図<外構図訂正>参照）
舗装面積Ａ：3835.857㎡

10 設計図書 E-01 照明設備
注記の変更

注記１．天井ころがし配線部分のアウトレッ
トボックスは樹脂製を使用する。その他は金
属製を使用する。

削除
（詳細は別図<電気設備修正>参照）

11 設計図書 E-05 照明設備
器具の変更

廊下４．ＦＳＳ６－３２１ＰＨ×９ ＳＰ－２０×９
（詳細は別図<電気設備修正>参照）

12 設計図書 E-10 防災用照明設備
配線凡例の変更

ＥＭ－ＦＰ ＥＭ－ＦＰ－Ｃ
（詳細は別図<電気設備修正>参照）

13 設計図書 E-30
E-52
,53

幹線設備
ケーブルラック寸法
の変更

１．Ｗ＝１,２００
２．Ｗ＝１,５００

１．Ｗ＝６００×２
２．Ｗ＝８００×２
（詳細は別図<電気設備修正>参照）

14 設計図書 E-88
E-98

テレビ共聴設備
ケーブル仕様の変更

ＥＭ－７Ｃ－ＦＢ ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ
（詳細は別図<電気設備修正>参照）

15 設計図書 E-
108

テレビ共聴設
凡例の変更

ＣＳ－７７Ｆ－Ｒ ＣＳ－７Ｆ×２
（詳細は別図<電気設備修正>参照）

16 設計図書 E-
110

非接触カードリーダ
仕様の追加

屋外に設置される１３台について屋外防雨型とする。

17 設計図書 E-
111

舞台照明設備
配線凡例の変更

ＥＭ－ＣＰＥＥ ＥＭ－ＦＣＰＥＥ
（詳細は別図<電気設備修正>参照）

政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）
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入札説明書等　訂正事項一覧
№ 資料名 ページ 大項目 中項目 小項目 訂正内容 旧 新

政策研究大学院大学施設整備等事業入札説明書等に関する質問及び質問に対する回答（第２回　その２）

18 設計図書 M-39
M-98

M-39機器表RB-1-1,2
機器仕様に、「冷・
暖・同時モード切替
は、自動切換型」を
追加

冷・暖・同時モード切替は、自動切換型とする。

19 設計図書 M-68 自家発電機室給気用
ダクトの変更

機械室通過部分の給気用ダクト、一般用亜鉛
鉄板ダクト＋自家発電機室貫通部FD設置ダク
トサイズ1300×1000

機械室通過部分は耐火ダクト1.6ｔ＋RW25ｔに変更し、
FDは中止とする。

20 設計図書 M-08 雨水ナイフゲート弁
装置、建築工事を機
械設備工事とする

雨水ナイフゲート弁装置150A×6箇所、建築工
事

雨水ナイフゲート弁装置150A×6箇所、機械設備工事と
する。

21 設計図書 特-8 ダクト工事 工法明記無し ダクト工事工法は共板工法とする。

22 設計図書 M-21 消火設備 T-4中間水槽 T-4中間水槽はSUS組立式パネルタンクとする

23 第１回質問
回答（入札
説明書）

1 質問
回答
№7

質問回答の訂正 一般廃棄物処理業務を担当する社は、下請け
会社でもかまいません。ただし、当該業務を
実施するのに必要な資格を証する書類を提出
してください。産業廃棄物処理業務について
は・・・・・提出してください。

一般廃棄物処理業務を担当する社は、下請け会社でも
かまいません。ただし、当該業務を実施するのに必要
な資格を証する書類を提出してください。また、産業
廃棄物処理業務については、本事業の対象から外すこ
ととします。

24 第１回質問
回答（事業
契約書
(案)）

4 質問
回答
№3･
№4

質問回答の訂正 産業廃棄物処理業務について
は・・・・・・・想定しています。

産業廃棄物処理業務については、本事業の対象から外
すこととします。
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